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プじ

典

文

書

の

構

成

主早

は

め

じ

元
典
章
の
難
解
さ
は
、
む
ろ
ん
主
と
し
て
文
章
の
そ
れ
に
あ
る
。

と
り
わ
け
、

蒙
古
語
文
書
の
翻
課
に
用
い
た

の
文
章

「
直
欝
臨
」

が
、
そ
れ
の
大
き
な
部
分
を
し
め
る
。
な
ぜ
な
ら

い
ま
一
つ
の
文

桟
|
|
「
吏
脳
髄
」

愚
直
な
ま
で
に
四
六
言

(
法
制
文
書
健
)
』土

の
句
法
を
重
盛
ナ
る
貼
と
、
若
干
の
吏
般
用
語
の
特
殊
な
機
能
を
除

け
ば
、
も
と
も
と
純
然
た
る
漢
文
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
む
し

ろ
、
吏
服
用
語
の
こ
の
特
殊
な
機
能
や
概
念
規
定
の
み
が
問
題
に
さ

れ
る
だ
ろ
う
。

筆
者
は
、
元
典
章
研
究
の
先
駆
|

|
故
安
部
健
夫
博
士
が
急
逝
さ

れ
る
三
年
ま
え
、
典
章
文
書
中
に
埋
嘱
さ
れ
た
元
代
の
俗
語
(
白
話
〉

に
到
す
る
興
味
と
、

他
の
一
つ
の
目
的
と
を
達
成
す
る
た
め
に
、
博

田

中

謙

土
ら
が
解
讃
を
リ
ー
ド
す
る
研
究
曾
に
は
じ
め
て
参
加
し
た。

し
た

が
っ
て
、
筆
者
の
立
場
は
あ
く
ま
で
局
外
者
で
あ
り
、
元
典
章
の
全

位
を
讃
む
こ
と
の
必
要
な
ど
、
夢
想
だ
も
し
て
い
な
か
っ
た
。
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こ
の
研
究
曾
に
お
い
て
、
博
士
は
毎
回
解
讃
さ
れ
る
文
書
の
個
個

に
つ
き
、

い
つ
も
そ
の
構
成
の
分
析
を
試
み
た
。
嘗
時
の
筆
者
は

む
ろ
ん
そ
の
黙
に
あ
ま
り
闘
心
も
な
く
、

ま
た
そ
れ
の
重
要
さ
も
ほ

と
ん
ど
感
じ
て
い
な
か

っ
た
。
博
士
の
急
逝
直
後
、

ふ
と
し
た
こ
と

か
ら
、
宮
崎

・
佐
伯
雨
教
授
ら
に
た
す
け
ら
れ
な
が
ら
、

博
士
の
遺

業
を
う
け
つ
ぐ
ー
ー
と

い
っ
て
も
、
こ
の
研
究
曾
で
博
士
ら
が
讃
み

の
こ
し
た
部
分
を
解
讃
す
る
に
止
ま
る
が
|
|
こ
と
に
な
り
、
し
た

が
っ
て
筆
者
は
た
ち
ま
ち
首
惑
を
お
ぼ
え
た
。
も
は
や
、
文
書
構
成

の
分
析
に
も
無
関
心
で
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
以
後
の

二
年
間

は
、
専
攻
の
研
究
も
お
も
わ
す
ゆ
る
が
せ
に
し
|
|
幸
か
不
幸
か
筆



者
に
は
、
元
典
章
に
劃
す
る
語
率
的
興
味
も
あ
り
す
ぎ
た
|
|
徐
暇

の
す
べ
て
を
蒙
文
直
課
鐙
の
性
格
の
究
明
と
、
こ
の
文
書
構
成
の
検

討
と
に
投
じ
た
。

そ
し
て
、
ど
う
や
ら
南
方
面
の
大
陸
に
通
じ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ

た
時
、

し
み
じ
み
と
感
じ
た
。
文
書
構
成
の
複
雑
さ
も
、
元
典
章
の

難
解
さ
に
か
な
り
加
措
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
。
率
直
に
い
う
な

ら
、
典
章
文
書
の
難
解
さ
は
、
文
書
の
構
成
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
少
な
く
と
も
三
分
の
一
は
軽
減
さ
れ
る
。

典
章
文
書
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
誰
か
が
い
つ
か
は
解
説
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

で
き
れ
ば
生
前
の
安
部
博
士
に
や
っ
て
も
ら
い
た

か
っ
た
。
だ
が
、
内
容
そ
の
も
の
の
研
究
に
多
忙
な
博
士
に
そ
れ
を

期
待
す
る
こ
と
は
む
り
だ
っ
た
ろ
う
し
、
そ
れ
に
博
士
の
死
は
あ
ま

り
に
も
突
然
だ
っ
た
。
元
典
章
に
闘
す
る
か
ぎ
り
、
長
い
努
力
の
成

果
を
ぎ

っ
し
り
健
内
に
離
し
た
ま
ま
、
博
士
は
永
遠
に
婦
ら
ぬ
人
と

な
っ
た
。
筆
者
は
い
つ
も
博
士
の
遺
志
を
想
い
つ
つ
、
同
時
に
筆
者

自
身
の
目
的
を
も
達
成
す
る
た
め
に
、
元
典
章
の
解
讃
に
波
頭
し
つ

づ
け
た
。

い
ま
、
ど
う
に
か
首
初
の
目
的
も
達
せ
ら
れ
、
寅
は
元
典

章
そ
の
も
の
へ
の
興
味
も
う
す
ら
い
で
い
る
。
だ
が
、
こ
の
書
の
あ
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ち
こ
ち
に
は
に
が
い
想
い
出
と
一
種
の
悔
い
と
が
に
じ
ん
で
い
る
。

文
書
構
成
の
解
説
も
い
ま
の
う
ち
に
果
た
し
て
お
か
ね
ば
、
情
熱
の

冷
め
は
て
た
の
ち
に
は
期
待
で
き
そ
う
も
な
い
。

こ
こ
に
、
安
部
博

土
ら
の
手
引
を
手
が
か
り
に
、

」
の
身
で
ぶ
つ
か
り
切
り
開
い
た
跡

を
た
ど
り
つ
つ
、
筆
を
と
る
こ
と
に
す
る
。

本
稿
は
忽
忙
の
う
ち
に
執
筆
し
た
し
、
引
用
例
も
か
な
ら
ず
し
も

適
切
だ
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
に
専
門
の
知
識
に
も
乏
し
い
。
若
干

の
誤
り
を
犯
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
改
訂
を
加
え
て
、

や
が
て
上
梓
す
る
「
校
定
本
元
典
章
第
三
加
」
の
附
録
に
加
え
る
議

定
で
あ
る
。
特
に
専
家
の
指
数
を
待

っ
て
い
る
。
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典
章
文
書
の
基
本
用
語

ま
ず
、
元
典
章
文
書
の
基
本
用
語
に
つ
い
て
、
説
明
し
て
お
か
ね

ば
な
ら
ぬ
。
同
じ
く
官
蝉
聞
に
授
受
往
来
さ
れ
る
文
書
に
も
、
官
聴

の
口
同
級
に
よ
っ
て
用
語
が
直
別
さ
れ
る
。
そ
れ
を
知
っ
て
お
く
こ
と

は
、
典
章
文
書
の
構
成
を
分
析
す
る
う
え
に
、
な
に
よ
り
や
く
だ
っ

か
ら
で
あ
る
〈
句
讃
黙
は
標
鮎
符
貌
法
に
よ
る
〉
。

聖
旨
・
皇
帝
聖
旨

詔
勅
。
末
尾
に
「
欽
此
」
(
こ
れ
を
奉
戴
せ
よ
)

の
二
字
を
そ
え
、
受
け
る
語
は
「
欽
奉
」

(
つ
つ
し
ん
で
奉
ず
る
)
。
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聖
旨
、と
お
り
貫
施
す
る
こ
と
を

「
欽
依
施
行
」
、

上
奏
す
る
こ
と

を
「
奏
」
と
い
う
。

整
E亘

皇
后

・
皇
太
后
の
こ
と
ば
。
末
尾
に
「
敬
此
」
の
二
字
を

そ
え
、
受
け
る
語
は
「
敬
奉
」
。

総
旨
ど
お
り
寅
施
す
あ
こ
と
を

「
敬
依
施
行
」

一口
上
す
る
こ
と
を
「
啓
」
と
い
う。

4
明
日
出
国

皇
太
子
の
こ
と
ば
。
他
の
用
語
は
す
べ
て
蕗
旨
の
場
合
に

お
な
じ
。

鈎
旨

宰
相
ら
一
品
官
の
指
令
。

『
吏
文
瞬
質
』
に
「
お
よ
そ

一

品
官
員
の
旨
を
鈎
旨
と
い
う
」
と
あ
る
。
典
章
で
は
つ
ね
に
「
都

堂
鈎
旨
」
の
表
現
で
、
宰
相
の
指
示
を
仰
ぐ
と
き
に
み
え
る
。

割
付
・
札
付
・
符
文

上
級
官
鹿
が
下
司
・
属
司
に
下
す
公
文
、

ま
た
そ
の
行
局
。

た
と
え
ば
「
中
書
省
割
付
」

「
御
史
蓋
札
付
L

な
ど
。
時
に
は
「
省
劉
(
札
)
」

〈
札
ど
な
ど
と
省
略
さ
れ
る
。

「
蓋
割
(
札
〉
」

「
行
宣
政
院
割

末
尾
に
は
「
承
此
」

の
二
{
子
を

そ
え
、
受
け
る
語
は
「
承
奉
L

ま
た
は
「
奉
」
。『
吏
文
韓
寛
』
に

お

よ

そ

〈

だ

は
「
大
概
、
照
合
同
に
同
じ
。
上
司
が
所
属
の
街
門
に
行
す
が
多
き

を
居
む
」
と
い
う
。

杏
・
閥

同
級
官
臨
ま
た
は
同
品
官
が
相
互
に
お
く
る
公
文
、

た
そ
の
行
属
。
末
尾
に
は
「
准
此
」
の
二
字
を
そ
え
、
受
け
る
語

「
承
准
」
ま
た
は
「
准
」
と
い
う
。
『
吏
文
輯
寛
』
は
硲
に

お
く

「
二
品
以
上
の
官
が
同口聞
の
街
門
に
行
る
文
、
ま
た
上

つは
し、 、

て

項
の
各
街
門
が
お
の
お
の
堂
上
官

(
長
官
)
に
お
く
る
」
、
闘
に
つ

レ
て
「
三
品
以
下
、

お
よ
そ
口
同
級
相
同
じ
い
街
門
が
相
通
ず
る
文

な
り
・-
と
い
う
。

洛
が
用
い
ら
れ
る
二
品
以
上
の
街
門
で
は
、
中
書
省
主
行
中
書

省
・
御
史
蓋

2
行
御
史
蓋

・
宣
政
院

2
行
宣
政
院
・
橿
密
院

3
行

植
密
院
な
ど
、
闘
が
用
い
ら
れ
る
三
品
以
下
の
街
門
で
は
、

六
部

や
路
線
管
府
の
相
互
迭
遠
の
例
が
多
く
み
ら
れ
る
。
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『
元
史
百
官
士
山
』
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
元
一
代
を
通

じ
て
官
艇
の
品
級
異
動
は
少
な
く
な
い
。
そ
の
う
ち
の
若
干
は
、

典
章
文
書
の
こ
の
種
の
用
語
を
尺
度
と
し
て
も
、
確
か
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

た
と
え
ば
つ
ぎ
の
文
書
、

ω延
一
防
七
年
四
月

日
，
江
南
行
蓋
准
御
史
重
盗
:
准
倉
事
院

洛
:
准
倉
事
丞
董
中
奉
答
呈

に
み
え
る
倉
事
院
は

い
く
た
び
か
鹿
立
を
か
さ
ね
て
延
筋
四
年

(
本
紀
に
よ
れ
ば
十
二
月
〉

に
復
活
、
従

一
品
に
昇
格
し
た
。
そ
の

ま

後
も
な
お
鹿
立
を
か
さ
ね
つ
つ
、
正
二
品
に
降
格
さ
れ
て
儲
正
院

と
い
う
名
稽
に
お
ち
つ
く
。
こ
の
文
書
で
は
ま
さ
に
一
品
街
門
と



し
て
御
史
蓋
と
封
等
の
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
百
官
士
山
」
な
ど
に
み
え
る
官
膳
品
級
の
異
動
に
閥

か
な
ら
ず
し
も
信
嬢
し
が
た
い
印
象
を
う
け
る
。

し
か
し
、

す
る
記
載
は
、

少
な
く
と
も
、
元
典
章
文
書
に
よ

っ
て
補
-
訂
さ
れ
る
絵
地
が
か
な

り
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

た

と

え

ば

、

を

統

管

す

る

遇

政

院

な

ど

は
、
軍
事
と
密
接
な
閥
係
を
も
つ
た
め
、
特
に
昇
降
が
は
げ
し
か

い
ま
、
疑
念
が
も
た
れ
る
遇
政
院
閥

姑
赤
(
騨
停
制
度
)

っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

係
の
文
書
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

ω至
元
二
十
四
年
七
月
'
燕
南
河
北
道
按
察
司
承
奉
御
史
牽
札

付
該

:
奉
中
書
省
札
付
:
通
政
院
洛
:
嬢
西
京
路
申
:

ω江
西
行
植
密
院
准
大
都
通
政
院
啓
:
於
至
元
三
十
年
三
月
初

五
日
云
々
。

制
大
徳
十
年
四
月
'
湖
由
興
行
省
准
中
書
省
姿
:
:
:
:
批
奉
都
堂

鈎
旨
，
迭
兵
部
照
擬
連
呈
。
奉
此
。
移
開
通
政
院
'
云
々
。

ω大
徳
十
一
年
九
月
'
江
漸
行
省
准
中
量
一
日
省
洛
:
兵
部
呈
:
准

通
政
院
洛
:
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ω至
大
三
年
五
月
'
行
霊
准
御
史
蓋
答

:
奉
尚
書
省
割
付
:
来

呈
(
御
史
墜
呈
)

:
准
西
康
訪
司
申
:
:
:
:
本
蓋
看
詳
;
准
西

廉
訪
司
所
言
'
宜
令
合
干
部
分
定
擬
，
白
取
間
禁
約
'
相
慮
。

遺
接
兵
部
呈
:
移
准
遇
政
院
闘
該
:

的
延
一
府
七
年
十
月
日
'
江
西
行
省
准
遇
政
院
容
:

「
百
官
志
」

遇
政
院
(
秩
従
二
品
)
は.

に
よ
れ
ば
つ
ぎ
の
品

級
異
動
が
み
ら
れ
る
。

公至
紀7c

5卒
れに
ば諸

旦暮
伊統
!量領

霊雲
院円

の
と
コル 名
誌で
句創

設
至
4ーさ

至会れ
大本、
四 T 同

今宗士
ι 紀ニ
鹿に年

よ
れ
ば
大
徳
十
一
年
五
月
〉
に
正
二
品
に
昇
格
、

止
(
兵
部
が
そ
の
事
務
を
行
な
う
)
、
延
祐
七
年
に
復
活
し
て
従

- 95-

品
に
降
格
す
る
。

そ
こ
で
み
ぎ
の
記
載
が
は
た
し
て
正
確
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検

ま
ず
、

討

し

て

み

る

。

至

大

四

年

よ

り

延

一筋
七
年
の
前
牢
ま
で

は
、
元
典
章
に
も
通
政
院
閥
係
の
文
書
が
な
く
、
消
極
的
に
み
ぎ

の
記
載
を
う
ら
づ
け
る
。
だ
が
、
こ
の
期
聞
を
除
け
ば
、

「
百
官

志
」
の
記
載
に
は
か
な
ら
ず
し
も
一
致
せ
ず
、

そ
れ
ら
が
上
に
あ

げ
た
六
例
で
あ
る
。ωω

仰
の
諸
例
は
一
品
官
臆
と
、
川

wω
川
仰
の
諸
例

は
三
品
官
麗
(
す
べ
て
兵
部
)
と
、
そ
れ
ぞ
れ
劉
等
閥
係
を
示
す
の

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
至
元
二
十
九
年
間
六
月

・
同
三
十
年
五
月

す
な
わ
ち
、
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-
元
貞
二
年
五
月

・
大
徳
二
年
正
月

・
同
三
年

・
同
六

年
十

一
月
・
同
七
年
三
月
(
二
例
)
の
文
書
で
は
、
す
べ
て

「中

書
省
(
行
中
書
省
)
接
通
政
院
呈

:」

の
表
現
を
用
い
て
、

(
二
例
〉

中
書

省

・
行
中
書
省
に
謝
し
て
下
位
の
閥
係
に
あ
る
。
ま
た
、

つ
ぎ
の

遇
政
院
が
二
品
街
円
で
あ
る
こ
と
を
謹
す
る
も
の
で
あ

る
(
宣
慰
司
は
従
二
品
、
路
は
正
従
三
日
間
)
。

制
大
徳
七
年
三
月
'
福
建
宣
慰
司
准
遇
政
院
盗

;
接
卒
江
路
申

例
も

と
す
れ
ば
、
同
例
は
誤
用
と
み
な
さ
れ
る
し、

ω例
も
わ
ず
か
に

一
見
す
る
の
み
だ
か
ら
誤
用
乃
至
誤
鶏
の
疑
い
が
あ
る
。

し
台、

し、

至
元
二
十
四
年
の
こ
ろ
、
あ
る
い
は
な
に
か
軍
政
の
緊
急
事

態
が
遇
政
院
の
一
品
街
門
へ
の
昇
格
を
促
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
最
も
問
題
を
ふ
く
む
の
は
判
例
同

の
諸
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
の
用
語
は
、
大
徳
十
年
三
月
よ

り
至
大
三
年
五
月
に
至
る
四
年
間
に
、
遇
政
院
が
三
品
衛
門
に
降

絡
さ
れ
た
こ
と
の
可
能
性
を
し
め
す
。
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
の
期

間
内
の
文
書
が
ま

っ
た
く
な
い
こ
と
も
、
そ
の
可
能
性
を
支
持
す

る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ

の
降
格
は
、
延
一筋
七
年
の
復
活
時
の
嘗
初

で
さ
え
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
つ
ぎ
の
文
書
に
よ
っ
て
知
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

例
延
一
筋
七
年
十
月
日

'
江
南
行
窒
准
御
史
蓋
洛

:
承
奉
中
書

省
札
付
:
兵
部
呈
:
准
通
政
院
闘

:
:
・
閥
請
照
験

'
欽
依
施

行
。
准
此
。
本
部
議
得
上
項
遇
政
院
奏
奉
聖
旨
事
理
云
々
。

な
お
、
圏
貼
を
附
し
た
五
字
に
よ

っ
て
み
ぎ
の
文
書
自
陸
に
は

誤
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、

ま
え
に
あ
げ
た
例
例
も
誤
用
と
見
な
す

ほ
か
は
な
い
。
復
活
し
た
ば
か
り
の
こ
ろ
に
お
け
る
脊
吏
の
ふ
な

れ
が
こ
の
結
果
を
ま
ね
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

み
ぎ
に
相
似
す
る
現
象
は

「閥
」
に
つ
い
て
も
指
摘
し
う
る。

帥
大
徳
七
年
九
月
'
山
東
東
西
道
宣
慰
司
准
中
書
刑
部
闘
:

ω中
書
省
溶

:
離
部
呈
:
太
留
院
閥
:
延
筋
三
年
三
月
二
十
六

日
奏
過
下
項
事
件
，
開
請
欽
依
施
行
。
准
此
。
本
部
議
得
;

同
延
祐
四
年
間
正
月
中
書
省
札
付

:
戸
部
呈

:
崇
群
院
閥
:

C
U
 

Q
d
 

」
れ
ら
の
文
書
に
お
け
る

「
閥
L

の
蛮
行
躍
を
「
百
官
志
」
に

照
ら
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
街
門
の
護
迭
先
で
あ
る
六
部
(
一
二
口
問
、

た
だ
し
慮
世
祭
の
上
奏
に
よ
っ
て
至
元
二
十
二
年
一
月
よ
り
四
月
ま
で
二

口
聞
に
昇
格
)
と
は
、
品
級
を
同
じ
く
せ
ぬ
も
の
が
あ
る
。

す
な
わ

ち
帥
例
に
み
え
る
宣
慰
司
も
「
百
官
志
」
で
は
従
二
品
街
門
で
あ

る
が
、
大
徳
七
年
ご
ろ
あ
る
い
は
三
品
街
円
で
あ
っ
た
の
で
な
い



つ
ぎ
に
、
帥
例
に
み
え
る
太
留
院

か
と
い
う
疑
い
が
も
た
れ
る
。

も
、
「
百
官
志
」
に
よ
れ
ば
、
至
元
二
十
年
に
尚
醤
監
(
正
四
品
〉

に
改
稿
、
同
二
十
二
年
(
本
紀
に
よ
れ
ば
一
月
〉

に
前
名
に
復
し
、

大
徳
五
年
(
本
紀
に
よ
れ
ば
七
月
)
正
二
品
に
昇
格
し
た
。
下
文
の

目
、
づ
け
で
あ
る
延
祐
三
年
の
こ
ろ
は
、
す
で
に
二
品
に
昇
格
し
た

後
で
あ
る
は
ず
な
の
に

な
お
三
品
扱
い
を
う
け
て
い
る
。
あ
る

い
は
延
祐
三
年
ま
で
に
ま
た
三
品
街
門
へ
の
降
格
が
行
な
わ
れ
た

か
も
し
れ
な
い
。

「
百
官
志
」

に
よ
れ
ば
至
大
二
年
に
延
稽
監
・
崇
鮮
監
と
い
う
二
次
の
改
稽
を

さ
ら
に
、
同
例
に
み
え
る
崇
群
院
〈
正
三
品
)
は
、

四
年
に
二
品
衛
門
に
昇
格
し
て
崇
群
院
を
名
の
る

に
よ
れ
ば
、
皇
慶
元
年
一
月
の
こ
と
で
、
秩
は
正
二
品
〉
。

(
本
紀

へて、

そ
の
後
、
泰

定
四
年
に
嘗
初
の
名
稽
で
あ
る
大
承
牽
普
慶
寺
総
管
府
に
復
し
、

天
暦
元
年
に
崇
鮮
総
管
府
(
秩
は
正
三
品
)
に
降
格
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
崇
群
院
は
延
一
筋
七
年
三

な
お
、

本
紀
に
よ
っ
て
補
え
ば
、

月
、
英
宗
の
卸
位
直
後
に
鹿
止
さ
れ
、
そ
れ
が
い
つ
復
活
し
た
か

不
明
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
こ
れ
も
延
結
七
年
の
慶
止
以
前
に
正

一品
に
降
格
さ
れ
た
疑
い
が
も
た
れ
る
の
で
あ
る
。
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牒
・
牒
呈

」
の
二
語
は
や
や
複
雑
な
用
法
を
も
つ
ら
し
く
、
筆

『
吏
文
輯
賢
』
は

者
に
も
な
お
正
確
な
把
握
が
で
き
て
い
な
い
。

「
牒
」
に
闘
す
る
説
明
が
な
く
、
た
だ
「
牒
呈
」
に
つ
い
て
「
下

司
が
上
司
に
呈
す
る
文
な
り
」
と
い
う。

い
ま
若
干
の
例
を
あ
げ

て、

筆
者
の
知
り
え
た
貼
の
み
を
指
摘
し
、

専
家
の
指
数
を
ま

つ
こ
と
に
す
る
。

帥
延
一
両
六
年
七
月
日
'
裳
州
路
准
江
西
廉
訪
司
牒
:
撫
州
路

牒
呈
:
准
本
路
府
判
張
奉
直
牒
呈
:
近
准
本
路
牒
:

制
至
大
四
年
九
月
'
亥
州
路
准
雨
准
盟
運
司
牒
:

帥
至
元
十
四
年
九
月
'
中
書
兵
刑
部
操
曹
州
(
路
〉
吠
申
:
蒙

古
奥
魯
線
管
府
牒
該
:

-97-

同
至
元
二
十
六
年
'
行
御
史
蓋
操
嶺
北
湖
南
道
提
刑
按
察
司
准

本
道
按
察
使
徐
嘉
議
牒
該
:

制
延
一筋
元
年
五
月
'
江
西
廉
訪
司
准
監
察
御
史
牒
該

制
延
祐
四
年
九
月
'
江
西
行
省
准
中
書
省
洛
:
刑
部
呈
:
順
徳

路
申
:
推
官
朱
承
徳
牒
:

制
大
徳
五
年
五
月
'
行
御
史
蓋
准
御
史
肇
洛
:
来
洛
:
江
南
漸

西
這
申
.
准
本
道
鑑
事
掌
恰
刺
恰
孫
奉
議
牒
:

制
元
貞
元
年
七
月
'
江
西
行
省
嬢
吉
州
路
備
吉
水
鯨
申
:
牒
丞

王
将
仕
牒
:
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み
ぎ
の
諸
例
を
検
討
し
て
あ
き
ら
か
な
こ
と
は

」
れ
ら
の
語

が
す
べ
て
、
中
央
直
轄
地
域
以
外
、

い
わ
ゆ
る
外
路
の
、
多
く
は

品
官
司
と
交
渉
を
も
っ
文
書
に
の
み
み
え
、
中
央
街
門
と
交
渉

を
も
っ
文
書
に
は
ま
っ
た
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
こ
の
語
を
用
い
た
公
文
の
原
登
官
鹿
と
輩
遺
先
と
の

閥
係
を
み
る
と
、
お
よ
そ
二
つ
の
方
向
が
指
摘
さ
れ
る
。

第
一

一は
、
同
じ
く
外
路
の
三
品
官
司
で
も
、
同
種
の
官
司
問
、

た
と
え
ば
路
線
管
府
や
廉
訪
司
が
、
相
互
に
迭
る
文
書
に
は
使
用

さ
れ
て
い
な
い
(
そ
の
時
に
は

「閥
」
を
用
い
る
)
。

そ
れ
ら
は
み
な

管
掌
事
務
の
性
質
を
異
に
す
る
い
わ
ゆ
る

「相
統
括
せ
ざ
る
」
官

司
の
聞
に
迭
ら
れ
る
文
書
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
路
線
管
府
と
廉

訪
司

・
盟
運
司
・
奥
魯
線
管
府
な
ど
。

第
二
に
は
、
そ
の
三
品
官
司
に
隷
属
す
る
官
が
そ
の
官
司
へ
提

出
す
る
公
式
文
書
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
路
官
が
路
綿
管
府
に
、

廉
訪
司
官
が
廉
訪
司
に
、

監
察
御
史
、が
廉
訪
司
に
と
い
う
よ
う

に
。
な
か
に
は
制
の
よ
う
に
、
按
察
使
が
按
祭
司
に
、
す
な
わ
ち

長
官
が
そ
の
宮
司
に
提
出
す
る
場
合
も
含
ま
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
文
書
を
う
け
る
語
は

「准」

で
あ
り
、
末
尾

に
も
「
准
此
」
が
そ
え
ら
れ
る
。
す
で
に
洛

・
闘
の
場
合
に
み
た

よ
う
に
、

」
れ
ら
は
同
格
闘
係
の
授
受
を
意
味
す
あ
用
語
で
あ

り
、
み
ぎ
の
第
一
の
用
法
と
、
第
二
の
用
法
の
う
ち
長
官
が
そ
の

官
司
に
提
出
す
る
場
合
な
ら
ば
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、

た
と
え

ば
張
奉
直
(
奉
直
大
夫
、
従
五
品
)

朱
承
徳
〈
承
徳
郎
、
正
六
品
)
と

か
監
察
御
史
(
正
七
品
〉

の
原
則
は
あ
た
ら
な
い
。

同
格
で
な
い
か
ら
品
級

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「准」

が
使
用
さ
れ

の
場
合
に
は

て
い
る
こ
と
を
諒
解
す
る
た
め
に
は
、
口
問
級
の
原
則
の
ほ
か
に
、

新
た
に
隷
属
の
原
則
を
も
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
は
た
し

て
そ
れ
が
解
決
の
か
ぎ
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
は
、
な
お
検
討
の

。。
n
E
 

絵
地
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
が
、
同
格
と
上
下
関
係
を
示
す
二
語
を

合
わ
せ
た

「牒
呈
」
と
い
う
術
語
の
存
在
は
、

や
は
り
二
つ
の
原

則
の
支
配
を
聾
す
る
も
の
の
よ
う
に
も
お
も
わ
れ
る
。

買
は
、
「
牒
呈
」
と
い
う
術
語
は
か
な
ら
ず
し
も
「
牒
」
と
同
じ

で
な
い
。
元
典
章
吏
部

・
行
移
の
僚
に
は
、
外
路
の
「
相
統
婿
せ

ざ
る
」
官
司
聞
に
お
け
る
文
書
形
式
の
規
定
が
説
か
れ
て
お
り
、

二
語
は
と
も
に
そ
の
一
つ
で
で
も
あ
る
。
筆
者
に
は
な
お
十
分
な

検
討
が
で
き
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
に
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
首
面
の
文
書
構
成
の
分
析
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
知

ら
な
く
て
も
あ
ま
り
支
障
は
な
い
で
あ
ろ
う。



い
ず
れ
も
下
級
の
街
門
・
職
官
が
上
司
に
お
く
る
公

文
、
ま
た
は
そ
の
行
震
を
い
う
。
末
尾
に
「
得
此
」
の
二
字
を
そ

呈
・
申

ぇ
、
受
け
る
語
は
「
接
」
。

呈
は
「
申
と
同

『
吏
文
輯
質
』
に
、

じ
」
と
い
い
、
申
に
つ
い
て
は
寸
卑
き
街
門
お
よ
び
属
司
が
上
司

に
行
る
文
」
と
い
う
。

た
だ
、
呈
と
申
と
の
用
法
上
の
直
別
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
不

明
の
貼
が
少
な
く
な
い
。
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
二
・
三
品

の
聞
に
一
線
を
劃
し
、
「
呈
」
は
二
品
以
上
、

下
に
用
い
る
の
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
申
」
は
三
品
以

つ
、
ぎ
の
諸
例
は

確
か
に
そ
の
ケ

l
ス
で
あ
る
。

帥
至
元
九
年
三
月
'
中
書
省
ハ
正
一
品
)
操
植
密
院
ハ
従
二
品
)

呈

:
倒
至
元
十
八
年
十
一
月
'
御
史
蓋
承
奉
中
書
省
割
付
:
接
宣
徽

院
(
従
二
品
?
)
呈
:
提
貼
数
坊
司
(
正
四
品
〉
申
:

日
'
江
西
行
省
准
中
書
省
盗
:
接
遇
政
院

(邸)

壁 大
吉 徳
EE 六
呈。年

五
准 月
致
用
院
溶
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帥
延
一
茄
四
年
六
月
'
行
省
准
中
書
省
答
:
大
司
農
司
(
正
二
品
〉

呈
:
燕
南
廉
訪
司
(
正
三
口
問
〉
申
:

働
大
徳
五
年
三
月
十

日
'
江
西
行
省
(
従
一
品
)
接
江
州
路

(
正
三
品
)
申

み
ぎ
の
う
ち
、

倒
例
の
宣
徽
院
は
品
級
の
境
改
が
再
三
行
な
わ

至
元
十
五
年
の
創
立
時
は
正
三

れ

「
百
官
志
」

に
よ
れ
ば
、

品
、
同
二
十
年
に
従
二
口
問
、
同
二
十
三
年
に
正
二
品
、
大
徳
三
年

に
従
一
品
と
そ
の
つ
ど
昇
格
し
て
い
る
。
こ
の
文
書
の
至
元
十
八

年
ご
ろ
は
正
三
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
至
元
二
十
年
の

昇
格
が
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
倒
例

の
致
用
院
は

「
百
官
志
」

に
み
え
ず
(
木
紀
に
も
大
徳
二
年
五
月
に

復
活
し
、
同
七
年
二
月
に
駿
止
さ
れ
た
記
事
し
か
な
い
〉
、
元
典
章
中
に

nu 
n日

再
見
す
る
街
円
で
あ
る
が
、

こ
の
文
書
に
よ
っ
て
遇
政
院
と
同

格
会
百
切
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
呈
・
申
の
直
別
も
第
一
の
品
級
の
原
則
だ
け
で
は

律
し
え
ぬ
ケ

l
ス
が
か
な
り
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

倒
大
徳
二
年
八
月
'
行
御
史
蓋
操
監
察
御
史
呈
:

間
延
一
路
元
年
六
月
'
江
断
行
省
准
中
書
省
盗
:
接
省
委
官
礼
法

等
呈
:
奉
省
劉
，

側
大
徳
二
年
二
月
'
湖
慶
行
省
准
中
書
省
洛
:
河
南
行
省
朱
参

政
呈
:

側
至
元
二
十
三
年
御
史
蓋
盗
:
接
蓑
州
路
締
管
張
園
紀
呈
:
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側
延
祐
二
年
承
奉
江
南
諸
道
行
蓋
割
付
:
操
嶺
北
湖
南
道
粛
政

廠
訪
司
申

:
媛
経
歴
司
呈

.
准
知
事
牛
徴
事
牒
:

こ
こ
で
も
か
の
隷
屈
の
原
則
が
支
配
し
て
、
原
設
の
官
願
や
職

官
が
た
と
え
三
品
以
下
で
も
、
統
織
す
る
上
司
、が
二
品
以
上
の
場

「
呈
」
を
用
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
元
典
章
文
書

を
全
面
的
に
検
討
し
た
う
え
で
な
い
と
、
な
お
確
か
な
こ
と
は
い

え
な
い
け
れ
ど
も
。
ま
た
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、

合
は
、

「申
」
は

牒
と
と
も
に
、
三
口
間
以
下
の
外
路
の

「相
統
搬
せ
ざ
る
」
官
司
や

職
官
の
公
文
形
式
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の

細
か
に
匝
別
し
た
規
定
も
、
な
ん
ら
か
の
原
則
に
支
配
さ
れ
て
い

る
は
ず
で
あ
る
が
、

い
ま
は
後
日
の
考
察
に
ゆ
だ
ね
る
ほ
か
は
な

ぃ
。
た
だ
、
こ
の
呈

・
申
を
受
け
る
語
の
「
操
」
が
、
下
級
官
踊

の
文
書
を
受
け
る
意
を
も
つ
こ
と
だ
け
は
、

つ
ぎ
の
例
に
徴
し
て

も
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。

側
至
元
九
年
二
月
欽
奉
聖
旨

.J
i
--蟻
大
司
農
司
奏
:

来
盟
百
・
来
呈
・
来
申

官
願
の
い
く
つ
か
を
経
由
す
る
文
書
の
う

ち
に
は
、
原
護
蝦
名
を
記
さ
ず
、
軍
に
「
来
」
字
を
そ
え
る
容

い
ず
れ
も
同
品
乃
至
下
品
の
官

蝉
よ
り
寄
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
原
護
廊
は
ふ
つ
う
一
つ
隔
て

呈

・
申
な
ど
の
公
文
が
み
え
る
。

て
上
に
み
え
る
官
聴
を
さ
す
。
重
複
し
て
記
載
す
る
煩
を
さ
け
た

の
で
あ
ろ
う

働
大
徳
五
年
五
月
二
十
八
日
'
江
西
行
省
准
中
書
省
答
:
来
盗

:
亥
州
路
舗
問
得

;

倒
皇
慶
二
年
五
月
'
江
西
簸
訪
司
承
奉
江
南
行
蓋
割
付
:
准
御

史
蓋
洛

:
承
奉
中
書
省
割
付

:
来
呈
:
周
伴
叔
告
;

倒
至
治
元
年
三
月
二
十
八
日
，

一一
晒
建
廉
訪
司
泰
江
南
行
蓋
割
付

:
近
接
来
申
:
分
司
准
建
寧
路
申
:
建
安
牒
鏡
子
十
告
;

倒
の
「
来
盗
」
は
江
西
行
省
(
中
書
省

み
ぎ
の
諸
例
の
う
ち
、

-100-

と
同
格
)
を

闘
の
「
来
呈
」
は
御
史
蓋
(
中
書
省
よ
り
下
品
)
を

倒
の
「
来
申
L

は
一
隅
建
廉
訪
司
ハ
江
南
行
蓋
よ
り
下
口
問
)

を
さ
す
。

「来
洛
」
そ
の
他
の
原
義
膜

た
と
え
ば
、

だ
が
、
簡
潔
を
期
し
た
文
書
で
は
、

は
、
前
後
を
み
て
遁
嘗
に
判
断
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

倒
至
元
三
十
年
五
月
中
書
刑
部
.
来
申
:
潜
成
肢
告
・.，

の
「
来
申
」
は
、

お
そ
ら
く
告
訴
人
潜
成
の
屈
す
る
路
の
申
文
で

あ
ろ
う
。
こ
の
文
書
の
末
尾
に
「
依
准
本
路
所
擬

'
離
異
踊
宗
」

と
あ
る
こ
と
で
わ
か
る
。

以
上
に
の
ベ
た
文
書
の
名
穏
と
、
授
受
に
閥
す
る
用
語
を
整
理
し

て
、
表
示
し
て
お
こ
う
。



欽
奉

敬
奉

敬
奉

承
奉J使准准主菱接

聖
日

欽
此

J

'作
v
ヘe
ドレ

一

t
t
M
 

1
1
一
上
↓
下

敬
此

一

承
此

」

韓
国

A
F官
回
目

智l
付

聖子

准准准
此此此

同
↓ 
同

閥牒
(
呈
?
〉

呈

得得
此此

下
↓ 
上

申

「欽
此
」

「
奉
此
」

此
L 

な
お
、
附
言
し
て
お
き
た
レ
の
は

「得
此
」
な
ど
文
書
の
末
尾
に
そ
え
る
語
で
あ
る
。

「
准
此
」

た
と
え
ば
「
こ
れ
を
欽
む
」
ま
た
は

「
こ
れ
を
得
て
」
と
よ
ん
で
、

命
令
形
に
解
し
な
い
可
能
性
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
小
林
高
四
郎

岡
本
敬
二
雨
氏
の
『
遇
制
篠
格
の
研
究
課
註
』
で
は
、
そ
の
よ
う
に

鹿
理
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
詔
勅
・
詔
令
の
場
合
に
「
欽
此
」
「
敬

「
:
:
:
得
此
、
都
省:・」

此
」
で
う
ち
止
め
る
例
が
多
い
こ
と
と
、

の
慣
用
表
現
な
ど
は
、
後
者
の
理
解
を
否
定
す
る
に
傾
く
。
も
し
も
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後
者
の
理
解
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、

「都
省
得
此
:
;
:
」
と
あ
る

べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

節
該
・
該

「節
該
」
に
つ
い
て
は
、

『
吏
文
輯
寛
』
に
「
お
よ

そ
聖
旨
お
よ
び
公
文
を
略
載
す
る
に
、

必
ら
ず
節
該
の
二
字
を
首

に
加
う
。
節
と
は
却
ち
略
節
な
り
」
と
い
う
。
聖
旨
そ
の
他
の
公

文
を
首
尾
完
全
に
載
録
す
る
煩
を
さ
け
、

主
旨
の
概
略
を
俸
え

る
。
軍
に
「
該
」
と
も
い
う
。

「
節
該
」
は
お
そ
ら
く
、

つ
、
ぎ
に

み
え
る
「
節
文
明
該
」
の
略
で
あ
ろ
う
。

係
二
品
街
門

'
隷
省
府

所
轄
，
非
行
宣
政
院
司
属
，
況
粂
元
欽
奉
聖
旨
節
文
明
該

:
行

宣
政
院
文
書
'
行
省
各
路
裏
行
移
者
。
欽
奉
如
此
。

側
:
:
:
参
詳
;
本
道
(
福
建
宣
慰
司
〉

-101-

ー「

承

し
た
、
が
っ
て
、

「
明
該
」

「節
文
」
の
二
語
も
同
じ
用
途
を
も

っ
て
ま
れ
に
使
用
さ
れ
る
。

間
省
府
照
得
;
彰
六
十
扶
招
明
該

:
道
路
銀
辛
，
養
緒
不
力
，

自
願
持
妻
典
雇
。

側
照
得
;
先
欽
奉
聖
旨
節
文
:
年
例
'
除
公
私
債
負
外
，

婚

姻
、
良
賎
、
家
財
、

田
宅
'
三
月
初
一
日
住
接
詞
扶
，
十
月
初

一
日
奉
行
。

奏
奉
・
啓
奉
・
呈
泰
・
申
奉
・
移
准
・
送
嬢
・
行
嬢

用
語
も
典
章
特
有
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
各
語
を
形
成

こ
れ
ら
の

す
る
こ
つ
の
動
詞
は
、
本
来
な
ら
ば
た
だ
ち
に
は
熟
し
え
な
い
。
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倒
橿
密
院
大
徳
六
年
三
月
二
十
日
'
奏
奉
聖
旨
節
該
:

附
延
祐
六
年
四
月
初
九
日
'
啓
奉
皇
太
后
蕗
旨
:

制
大
徳
六
年
十
一
月

'
一
隅
建
宣
慰
司
近
震
幅
州
汀
州
路
申

:
乞

放
支
週
裁
合
用
紙
札
債
銭
公
事
。
呈
奉
到
江
断
行
省
割
付

:
近

接
本
道
呈
:
各
路
公
用
紙
札
。
移
准
中
室
同
省
海
:
一
踊
建
道
宣
慰

司
呈
:
汀
州
路
申

働
大
徳
四
年
二
月
'
江
西
道
嬢
訪
司
准
瑞
州
路
牒
呈
:
接
官
時
間

提
領
所
備
奉
官
融
商
提
翠
司
指
揮
:
矯
病
囚
分
数
事
。
・
:
箆
此

，

行
接
官
鐙
提
翠
司
講
究
得
;
罪
囚
初
病

'
作
二
分
申
報
，
増
至

九
分
'
矯
死
輩
。
縁
係
通
例
，
牒
請
曾
議
。
申
奉
行
蓋
割
付
:

移
准
御
史
蓋
洛
:

同
延
一応
三
年
六
月
'
士
口
安
路
奉
江
西
行
省
劉
付
該
:
:
・:
移
准

中
書
省
容
:
迭
接
刑
部
呈
:

み
ぎ
の
諸
例
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
仰
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「中

b
m
w

，、

-「，

書
省
に
移
り
て
(
中
書
省
の
)
洛
を
准
け
、
刑
部
に
迭

っ
て

呈
を
懐
く
」
と
い
う
構
造
で
あ
る

部
の
)

(
た
だ
し
、

典
章
の
用
法

と
し
て
は
、
二
句
は

「
移
り
て
准
け
た
る
中
毒
省
の
春
、

迭
っ
て
嬢
け
た

る
刑
部
の
呈
」
と
よ
む
べ
き
で
あ
る
)
。

こ
れ
ら
と
類
似
す
る
語
は
、

ほ
か
に
も
若
干
あ
る
だ
ろ
う
が
、

い
ま
は
調
査
の
い
と
ま
を
も
た
な
い
。

な
お
、
公
文
書
を
迭
達
す
る
こ
と
を

「
行
移
」
と
レ
う
が
、
巌

密
に
い
え
ば
「
行
」
と
「
移
」
と
に
は
、
用
法
上
の
直
別
が
あ
る

ら
し
い
。

「行」

は

(
し
ば
し
ば
「
行
下
合
属
」
す
べ

「
行
下
」

て
の
属
司
に
お
く
る
ー
と
い
う
)

と
も
い
う
よ
う
に
上
司
か
ら
下
司

"" 
「移」

は

「移
盗

・
移
閥
」
と
も
い
う
よ
う
に
、
同
格
闘
係

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

都
堂

「
都
堂
し
と
は
中
書
省
の
中
心
を
し
め
る
政
鹿
を
い
う。

『
通
典
』

職
官
-
A

問書
上
に
よ
れ
ば

-102-

」
の
語
の
使
用
は
唐
末
に

は
じ
ま
る
。

紳
龍
の
初
め
復
た
び
尚
書
省
と
矯
う
。
都
堂
は
中
を
居
め
、

左
右
、
司
を
分
つ
。

ま
た
、
宋

・
徐
度
『
都
掃
編
』
に
は
、

(刑

唐
の
政
令
は
、
中
書
門
下
に
出
ず
る
と
い
え
ど
も
、

ま
つ
り
C
と

と

乙

ろ

よ

宰
相
の
事
を
治
む
る
地
は
、
別
に
挽
び
て
政
事
堂
と
い
う
。
な

し
か
も

お
今
の
都
堂
の
ご
と
き
な
り
。

と
い
う
よ
う
に
、
宋
代
に
襲
用
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
つ
ぎ
の

ご
と
く
。

す

そ
の
後
、
奈
京

・
王
糊
は
太
師
を
も
っ
て
三
者
の
事
を
総



ベ
、
三
日
に
一
た
び
朝
し
、
都
堂
に
赴
き
て
事
を
治
む
(
宋
史

二ハ一

・
職
官
志
〉
。

典
章
中
に
は
し
ば
し
ば
「
都
堂
鈎
旨
」
の
形
で
み
え
、
そ
れ
は

の
ち
に
も
ふ
れ
る
よ
う
に
、
中
書
省
官
ら
が
審
議
事
項
に
闘
し
て

う
け
る
宰
相
の
指
令
を
い
う
。

都
省

中
書
省
の
略
稿
。

「
都
省
は
即
ち

『
吏
文
輯
覧
』
に
も
、

中
卓
畳
間
中
旬
な
り
。
六
部
を
線
理
す
。
故
に
こ
れ
を
都
省
と
謂
う
」
と

あ
る
。

省
府

行
中
書
省
の
略
稽
。

御
史
蓋
の
略
稿
。

江
南
行
御
史
蓋
の
略
稽
。

習慣
蔓

南
蓋

使
司

主
と
し
て
宣
撫
司
を
さ
す
。

提
刑
按
察
司
(
粛
政
廉
訪
司
〉
を
さ
す
。

憲
司

ふ
つ
う
は
路
線
管
府
を
さ
す
。
ま
ず
、
最
も
明
瞭
な
用
例

を
あ
げ
て
お
く
。

府
司
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制
大
徳
七
年
三
月
'
江
西
行
省
准
中
書
省
務
内
一
歎

:
撫
州
路

申

:
陳
四
、
責
千
二
各
蹴
招
;
大
徳
六
年
七
月
初
一
日
夜
'
倫

盗
詑
果
景
瑞
家
公
猪
一

口
、
母
猪
一

口
'
及
小
母
猪
一

口
。

府
司
伏
詳
;
所
盗
猪
隻
'
未
審
輿
盗
頭
口
例
同
'
申
乞
照
詳
。

得
此
パ
看
詳

.，
所
申
事
理
'
合
無
比
同
倫
盗
牛
馬
羊
畜
例
?
請

照
詳
事
。
云
々
。

し
た
が
っ
て
、

つ
ぎ
の
文
書
に
み
え
る
「
各
路
府
司
」
は
「
各

路
の
府
司
」
と
讃
む
こ
と
に
注
意
す
る
べ
き
で
あ
る
(
各
路

・
府・

司
と
識
ま
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
)
。

胸
中
統
五
年
八
月
'
欽
奉
聖
旨
俊
蓋
内
一
歎
該
:
諸
庭
躍
有
不

翻
案
人
口、

頭
疋
等

'
従
各
路
府
司
牧
拾
，
仰
将
牧
拾
到
数
目

'
於
陸
牧
置
去
廃
校
置
，
云
々
。

た
だ
、
ま
え
の
例
に

「各
路
の
」
と
限
定
詞
を
と
も
な
う
こ
と

で
も
わ
か
る
よ
う
に
、

。dAU
 

噌
E
ap

「府
司
」
は
線
管
府
に
匹
敵
す
る
官
躍
で

あ
れ
ば
用
い
う
る
ら
し
く
、
つ
ぎ
の
文
書
で
は
「
蒙
古
都
高
戸

府
」
を
さ
す
。
こ
の
よ
う
な
用
例
は
な
お
他
に
設
見
し
う
る
か
も

し
れ
な
い
。

法
司

側
至
元
二
十
九
年
間
六
月
'
御
史
蓋
奉
中
事
省
割
付
:
植
密
院

呈
:
嬢
蒙
古
都
高
戸
府
呈

:
元
准
河
北
河
南
道
按
察
分
司
省
曾

;
将
探
馬
赤
軍
人
'
輿
諸
人
一
種
入
社

'
依
例
勘
課
事
。
府
司

照
得
;
先
欽
奉
聖
旨
節
該

.
干
硬
軍
数
文
巻
'
按
祭
司
休
刷

者
。
除
選
依
外
，
府
司
君
詳
;

こ
の
語
は
す
で
に
『
惰
書
』
六
二・

越
紳
俸
に
み
え
る
。
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「
陛
下
は
臣
が
愚
暗
な
る
を
も
っ
て
置
き
て
法

紳
い
わ
く
、

司
に
在
ら
し
め
、
妄
り
に
人
を
殺
さ
ん
と
欲
す
。
あ
に
臣
の
事

に
閥
せ
ざ
る
を
得
ん
や
」
と
。

大
型
少
卿
の
超
紳
が
不
嘗
な
死
刑
の
執
行
に
抗
し
、
天
子
よ
り

「卿
の
事
に
闘
せ
ず
L

と
一
蹴
さ
れ
た
と
き
、
答
え
た
こ
と
ば
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
「
法
司
」
は
大
理
寺
を
さ
し
て
い
う
。

ま
た
、

『
資
治
遇
鑑
』
二
五
六
唐
紀
の
信
宗

・
光
啓
三
年
三
月

の
僚
に
は
、

お
お

時
に
朝
士
に
し
て
(
裂
王
)
姐
の
官
を
受
く
る
も
の
甚
だ
衆
く
、

法
司
み
な
』
廃
す
る
に
極
刑
を
も
っ
て
す
。

と
み
え
、
胡
三
省
は
「
法
司
と
は
刑
部
を
い
う
」
と
注
す
る
。

ず
れ
も
司
法
閥
係
の
役
所
の
筒
稽
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
宋
代
で
は
、
州
の
司
法
審
理
機
関
に

「
法
司
」

が
み
え

(
宮
崎
市
定
博
士
「
宋
元
時
代
の
法
制
と
裁
判
機
構
」
|

「
東
方
皐
報
」
一
一

四

一
四
五

・
六
ペ
ー
ジ
参
照
)
、
そ
れ
は
筒
稿
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
元
典
章
に
お
け
る
「
法
司
」
は
や
は
り
簡
稽
で
あ

っ
て
、
中
統
二
年
七
月
よ
り
至
元
八
年
二
月
ま
で
の
文
書
に
集
中

し
、
ほ
と
ん
ど
が
路
の
上
申
す
る
犯
罪
に
つ
い
て
、
最
初
の
擬
定

「
法
司
擬
」
の
表
現
を
と
る
。
す
で
に
宮

を
す
る
機
関
と
し
て
、

崎
博
士
、が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
「
法
司
」
の
貫
践
は
不
明
で

「
法
司
擬
」

あ
る
。

の
あ
と
に
か
な
ら
ず
「
部
擬
」

と
あ
る
か

ら
、
胡
三
省
の
い
う
よ
う
に
刑
部
を
さ
す
も
の
で
は
な
い
。
刑
部

が
廃
罰
を
擬
定
す
る
前
の
段
階
で
、

に
照
ら
し
て
刑
罰
を
検
出
し
、

ま
ず
「
蓄
例
」

(
金
の
泰
和

律
を
さ
す
)

さ
ら
に
こ
れ
を
減
宇

法
に
翻
課
す
る
機
闘
で
あ
る
と
い
う
(
宮
崎
博
士
前
掲
論
文
二
ハ

ベ

l
ジ
参
照
)。

所
嬢
・
:
:
(
・
:
外
，
)
嬢
:
:
:

典
章
に
頻
用
さ
れ
る
吏
腕
語
で
、

ま
ず
例
を
あ
げ
る
。
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把
握
し
が
た
い
こ
と
ば
の

一
つ
で
あ
る
。

し、

t

伺
:
・
迭
刑
部
議
得
;
除
故
焼
官
私
合
宅
，
己
有
呈
准
通
例
，
所

接
諸
人
失
火
，
謂
燐
自
己
房
屋
者

'
答
二
十
七
下
。
若
延
焼
人

合
及
財
物
畜
産
者

'
答
五
十
七
下
。

倒
:
・迭
接
刑
部
議
得

;
除
路
、
府
、
州
、

鯨
逮
魯
花
赤
提
調
字

関
実
人
口
、
頭
疋
，
己
有
定
例
，
所
接
騎
坐
飛
放

'
移
日m
隠
占

人
口
、
頭
疋

'
合
准
宣
徽
院
所
擬

'
札
付
御
史
蓋
'
行
下
各
道

震
訪
司
'
巌
加
践
察
禁
約
。

側
省
部
議
得
;
張
全
所
犯

，
因
捜
賊
人
組
三

'
驚
死
韓
五
見
，

即
係
被
差
陸
捕
之
人
外
，
接
取
要
韓
成
熟
牛
皮
、
靴
材
'
既
己

回
付
，
難
議
治
罪
。
止
嬢
勝
越
三
用
鍛
爪
殴
打
'
弁
南
築
廓
招



責
不
貫
，
量
擬
四
十
七
下

Q

『
吏
文
輯
賢
』
に
「
時
に
取
接
す
る

事
を
い
う
。
本
国
の
吏
語
中
の
向
前
の
意
の
如
し
、
亦
た
所
有
と

「
所
接
」
に
つ
い
て
は
、

も
い
う

と
あ
る
。

「
所
有
」

は
現
代
語
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

「
す
べ
て
の
」

吏
騎
語
で
は

「
臆
接
」

の立田川で、

「
躍
有
」

(
こ
の
援
も
所
援
と
関
係
す
る
だ
ろ
う
)
を
用
い
る
。
だ
が
、

お
よ
そ

「
所
操
」
の
用
例
を
検
討
し
て
み
る
と
、

「
い
ま
こ
こ
に
問
題
と

な
っ
て
い
る
」
と
解
せ
ら
れ
る
。
二
つ
の
例
の
上
文
に
「
す
で
に

み
と

呈
し
て
准
め
ら
れ
た
通
例
が
あ
る
」
と
か
「
す
で
に
定
例
が
あ
る
」

と
い
う
よ
う
に
、
総
括
的
・
一
般
的
な
貼
に
闘
し
て
は
法
規
が
あ

り
、
だ
か
ら
問
題
は
な
い
(
除
・
・
:
と
か
除
:
・

・外
の
表
現
が
用
い
ら

れ
る
)
、
た
だ
嘗
面
の
特
殊
な
貼
を
問
題
に
す
る
わ
け
で
あ
る
。

「
援
」
の
ほ
う
も
ほ
と
ん
ど
こ
れ
と
相
似
て
、
線
括
的
・
一
般

的
な
黙
は
既
定
の
庭
置
が
あ
る
か
ら
そ
れ
に
従
う
と
し
て

〆ー、. 
. 

外
の
表
現
を
用
い
が
ち
で
あ
る
)
、

ー「

し:
かの
し黒占

な 'つ
おい
今て
後は
の」
検と
討い

う
用
法
の
ご
と
く
に
お
も
わ
れ
る
。

に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
典
章
文
書
の
特
に
授
受
に
闘
す
る
基
本
用
語
は

オ4
う
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解
説
を
ほ
ど
こ
し
た
。
重
要
な
も
の
で
こ
こ
に
洩
れ
た
も
の
も
少
な

く
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
改
稿
の
際
に
補
う
つ
も
り
で
あ
る
。

以
下
に
は
、

み
ぎ
の
基
本
用
語
を
利
用
し
つ
つ
、
文
書
の
賞
際
に

つ
い
て
構
成
の
分
析
を
試
み
よ
う
。

文
書
構
成
の
分
析

そ
の

〔買
一
質
鐙
曾
断
例
〕
延
結
六
年
六
月

，
江
漸
行
省
准
中
書
省
答

:

御
史
蓋
呈
:
准
江
南
行
蓋
洛
:
操
福
建
問
海
道
粛
政
廉
訪
司
申
:
准

王
承
徳
、
李
奉
議
牒
呈
:
経
園

本
道
余
事
八
刺
奉
訓
、
狗
見
承
務
、

之
道
'
紗
法
至
重
。
儒
造
貫
紗
，
首
謀
起
意
之
人
'
弁
雌
板
抄
紙
'

牧
買
顔
料
，
書
填
字
蹴
，
宮
職
印
造
，
但
同
情
者
'
慮
死
。
買
使
儒

'hυ 
A
U
 

噌

E
ム

紗
'
雨
都
知
是
偶
造
賓
紗
而
不
首
告
者
，
並
従
杖
断
。
今
各
庭
，
先

犯
偶
紗
経
赦
賊
徒
'
不
俊
奮
悪
，
窺
見
亡
宋
閥
曾
'
紙
色
粉
青
，
復

行
糾
合
無
籍
誇
民
枚
買
，

妙
。
比
興
資
紗
色
無
異
。
但
同
情
印
造
者
'
有
司
依
例
迫
勘
。
縁
亡

轄
行
添
挿
顔
料
，

抄
成
紗
紙
，

印
造
偶

宋
鐙
曾
'
先
欽
奉
聖
旨
'
禁
休
行
使
，
経
今
回
十
徐
年
。
官
司
未
曾

立
法
拘
枚
除
致
。
江
南
愚
民
'
不
以
異
代
鹿
物
，
往
往
宮
戴
，
圃
利

貨
責
，
是
致
好
偶
漸
生
'
鯛
犯
刑
憲
者
衆
，
蓋
縁
設
法
未
備
。
今

後
'
若
有
知
是
印
造
資
紗
遠
禁
，
放
牧
内
奮
離
閥
曾

'
遁
相
輔
買
，
弁

不
知
僑
妙
情
由
'
聴
従
誘
説
'
貧
園
厚
利
買
買
者
，
及
侵
造
闘
曾
'
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妄
作
異
曾
貨
貰
，
知
情
誘
買
牙
人
'
分
要
銭
物
，
似
此
違
犯
之
人
'

若
不
定
立
罪
例

'
巌
加
相
禁
，
江
南
愚
民
'
隠
臓
闘
曾
者
多
，
誠
恐

長
備
滋
好

'
久
而
温
媛
紗
法
'
深
矯
未
使
。
牒
請
備
申
江
南
諸
道
行

御
史
査
'
照
詳
施
行
。
准
此
。

如
准
所
言
'
立
法
禁
治
，
誠
矯
便

話
。
申
乞
照
詳
施
行
。
得
此
。
盗
請
照
詳
。
准
此
。
本
蓋
具
呈
'
照

詳
施
行
。
批
奉
都
堂
鈎
旨
，
迭
刑
部
照
擬
連
呈
。
奉
此
。
照
得
;
至

元
十
五
年
四
月
十
三
日
客
省
使
呈
，
依
着
省
官
毎
言
語
裏
，
也
速
忽

都
答
見
奏
粟
到
逐
項
事
理
内
一
件
，
饗
典
赤
説
将
来
;
行
用
交
合
同
弁

立
砧
底
公
事
。
俺
和
老
的
毎
、
植
密
官
毎
、
御
史
蓋
官
南
官
毎
'
一

同
商
量
得
;
江
南
底
交
曾
'
住
罷
了
也
。
紗
的
鐙
例
'
係
是
大
勾
曽

有
。
若
那
地
面
一
袋
造
紗
町
，
妙
凱
去
也
。
紗
興
将
去

阿
，
地
面
駕

遠
'
似
難
迭
到
。
南
官
李
提
刑
言
道
;
将
静
江
府
一
美
去
町
，
皐
路
水

路
，
供
各
迭
去
阿
，
也
中
。
如
今
，
阿
里
海
牙
根
底
問
持
去
。

比
及

問
将
来
時
，
饗
典
赤
只
依
着
在
先
鐙
例
裏
行
。
這
般
商
量
来
。
奏

阿
'
奉
聖
旨
;
依
着
悠
商
量
来
底
行
者
。
欽
此
。
本
部
議
得
;
亡
宋

交
曾
住
罷
，
己
有
禁
例
，
治
今
回
十
徐
年
'
尚
有
隠
戴
之
数
，
以
致

時
相
山
貝
買
'
食
縁
矯
好
'
壊
観
紗
法
。
究
其
所
以
，
蓋
因
所
在
官
司

奉
行
不
至

，
失
於
拘
牧
闘
防
。
若
不
立
格
定
罪
禁
治

'
将
恐
久
而
未

使
。
以
此
参
詳
:
擬
合
週
行
合
属
，
若
有
隠
滅
閥
禽
之
家
，
文
字
到

日
'
限
五
十
日
'
赴
官
出
首
'
燐
致
克
罪
，
匠
而
不
首
者
'
許
諸
人

陳
告
，
追
究
是
買
，
賞
中
統
紗
二
十
定
，
於
犯
人
名
下
徴
給
，
伺
決

六
十
七
下
，
知
是
印
造
備
紗
'
護
買
輿
人
'
及
依
様
眼
造
縛
買
者
，

比
依
知
情
分
買
行
使
慌
紗
例
'
各
決

一
百
七
下
，
引
領
牙
人
'
決
八

十
七
下
，
不
知
情
印
浩
情
由
，
貴
利
買
費
者
'
量
決
七
十
七
下
，
印

造
僑
紗
之
人
'
依
候
慮
断
。
南
海
知
而
不
首
'
弁
本
鹿
官
司
'
禁
治

不
巌
，
検
事
軽
重
断
罪
'
相
躍
。
得
此
。
都
省
洛
請
依
上
施
行
。

〔
鐙
舎
を
買
費
す
る
の
断
例
〕
延
祐
六
年
六
月
、
江
漸
行
省
が

准
け
た
る
中
書
省
の
容
。
(
中
書
省
が
嬢
け
た
る
〉
御
史
蓋
の
呈
。
(御

史
蓋
が
)
准
け
た
る
江
南
行
蓋
の
容
。
(
江
南
行
蓋
が
〉
接
け
た
る

う

そ

乙

准
け
た
る
本
道

M
W
 

唱
EE-

一
隅
建
関
海
道
粛
政
廉
訪
司
の
申
。

(
廉
訪
司
が
)

の
余
事
な
る
八
刺
奉
訓
・
狗
見
承
務
・
王
承
徳
・
李
奉
議
の
牒
呈

|
|
「
経
園
の
道
、
妙
法
は
至

っ
て
重
し
。
賓
紗
を
僑
造
せ
ば
、
首

謀
起
意
の
人
、
弁
び
に
板
を
雌
り
紙
に
抄
せ
し
も
の
、
顔
料
を
枚

買
せ
し
も
の
、
字
腕
を
書
填
み
し
も
の
、
窟
離
れ
て
印
造
せ
し
も

お
よ

の
、
但
そ
情
を
同
じ
ゅ
う
す
る
者
は
、
庭
死
す
。
偶
紗
を
買
い
て

使
い
し
も
の
、
雨
隣
の
、
資
紗
を
儒
一
造
す
と
知
れ
る
に
首
告
え
ざ

す

ま

か

る
者
は
、
並
べ
て
杖
も
て
断
ず
る
に
従
す
。
今
、
各
慮
の
、
先
ご

あ

あ

り

た

ろ
俄
紗
を
犯
す
も
赦
に
経
い
し
賊
徒
、
が
、
奮
悪
を
俊
め
ず
、
亡
宋



う

か

が

ふ

た

た

の
閥

・
曾
の
紙
色
が
粉
青
な
る
を
窺
見
い
、
復
行
び
無
籍
の
誇
民

あ

ら

た

ぬ

り
く
わ

う
つ

を
糾
合
し
て
牧
買
し
、
時
行
め
て
顔
料
を
添
挿
え
、
紗
紙
に
抄
し

あ

く

ら

ぶ

成
げ
て
、
備
紗
を
印
造
す
。
賓
紗
に
比
奥
る
に
色
異
な
る
無
じ
。

お
き
て
ど
お

儲
そ
情
を
同
じ
ゅ
う
し
て
印
造
す
る
者
は
、
有
司
が
例
依
り
追
勘
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せ
よ
。

亡
宋
の
鐙
禽
は
、
先
っ
か
た
聖
旨
を
欽
奉
し
、
禁
じ
て
行

や

よ

い

た

使
を
休
め
し
め
し
に
縁
り
、
今
に
経
る
ま
で
四
十
徐
年
、
官
司
い

ま
だ
曾
て
法
を
立
て
て
拘
枚
除
設
す
る
を
せ
ず
。
江
南
の
愚
民

さ

き

よ

か

か

わ

か

く

は
、
異
つ
代
の
躍
物
な
る
に
以
ら
ず
、
往
往
に
し
て
宮
識
し
、
利

は

か

か

く

お

き

て

お

か

を
園
り
て
貨
買
す
。
是
致
て
好
儒
漸
く
生
じ
、
刑
憲
を
燭
犯
す
者

多
し
。
蓋
し
法
を
設
く
る
こ
と
い
ま
だ
備
わ
ら
ざ
る
に
縁
る
。
今

た

が

乙

と

き

後
、
も
し
資
紗
を
印
造
す
と
知
れ
る
に
禁
に
遣
い
、
故
ら
に
嘗
離

せ
る
閥

・
曾
を
遁
相
に
碍
買
す
る
も
の
、
並
び
に
僑
紗
の
情
由
を

さ

そ

い

し

た

が

む

さ

ぼ

知
ら
ず
し
て
、
誘
説
に
聴
従
い
、
厚
き
利
を
貧
困
り
て
買
費
す
る

み

だ

ま

C
と

者
、
お
よ
び
、
閥

・
舎
を
偲
造
し
て
妄
り
に
異
の
曾
と
作
し
て
貨

ブ
ロ
ー
カ
ー

賀
す
る
も
の
、
情
を
知
り
つ
つ
誘
い
て
牙
人
に
買
り
、
鋳
物
を
分

お

舎

て

さ

け
要
る
も
の
、
此
く
の
似
き
違
犯
の
人
あ
ら
ば
、
も
し
罪
例
を
定

立
め
て
、
巌
し
く
相
禁
ず
る
を
加
え
ず
ん
ば
、
江
南
の
愚
民
の
、

そ

だ

は

び

ζ

闘
禽
を
隠
購
せ
る
者
多
け
れ
ば
、
誠
に
、
儒
を
長
て
好
を
滋
ら
せ
、

ゃ

れ

か

は

な

は

ふ

つ

ど

っ

久
し
ゅ
う
し
て
妙
法
を
温
み
壊
り
、
深
だ
未
使
な
る
を
恐
る
。

牒
し
て
請
う
、
備
し
て
江
南
諸
道
行
御
史
蓋
に
申
し
、
照
詳
施
行

み
と

せ
ら
ん
こ
と
を
。
准
此
。
如
し
(
愈
事
ら
の
)
言
う
所
を
准
め
、

法
を
立
て
て
禁
治
せ
ば
、
誠
に
便
盆
な
り
。
申
し
て
乞
う
、
照
詳

施
行
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
。
得
此
。
啓
し
て
請
う
、
照
詳
せ
ら
れ
ん

こ
と
を
。
准
此
。
本
蓋
具
呈
し
た
れ
ば
、
照
詳
施
行
せ
ら
れ
よ
。

批
し
て
都
堂
の
鈎
旨
を
奉
じ
、
刑
部
に
迭
り
て
照
擬
し
て
呈
を
連

ね
し
む
。
奉
此
。
照
得
す
ら
く
、
至
元
十
五
年
四
月
十
三
日
、
客
省

「
省
官
ら
の
言
智
ど
お
り
、
也
速
忽
都
答
見
が
奏
票
し

使
の
呈
、

の
事
理
の
内
の
一
件

た
逐
項
ハ
原
文
は

「項
」
字
が
脱
し
て
い
る
)

|
|
寮
典
赤
が
掛
っ
て
来
た
の
は
、
交
官
(
宋
の
紙
幣
で
あ
る
交
子

と
禽
子
)
を
行
用
す
る
こ
と
と
、
姑
(
結
赤
、
礎
体
制
度
を
い
う
)
を

わ

れ

ら

と

し

よ

り

立
て
る
公
事
で
あ
る
。
俺
(
客
省
使
を
さ
す
〉
が
老
的
ら

・
植
密
官

と

も

そ

っ

ら

・
御
史
蓋
官
の
南
官
ら
(
江
南
地
域
の
官
人
か
?
〉
と

一
向
に
商

J

や

め

さ

つ

お

き

て

茸
し
た
、
『
江
南
の
交
曾
は
住
罷
て
い
る
。
診
の
鰻
例
は
大
勾
嘗

か

と

ち

で
あ
る
。
も
し
那
の
地
面
で
紗
を
造
れ
ば
、
紗
は
乱
れ
る
だ
ろ

お

く

と

ち

は

る

か

ぅ
。
紗
を
奥
り
ゆ
く
こ
と
に
す
れ
ば
、
地
面
は
遠
駕
に
し
て
、
迭

り
と
ど
け
る
の
が
困
難
に
お
も
わ
れ
る
。
南
官
の
李
提
刑
が
言
う

a

b

h

ソ，、唱。

の
に
、

〈
紗
を
静
江
府
に
持

っ
て
ゆ
く
の
に
、
皐
路
水
路
の
双
方

よ

か

い

ま

た

ず

か
ら
遺
っ
て
ゆ
け
ば
、
や
は
り
中
ろ
う
ι

如
今
、
阿
里
海
牙
に
問

一107ー
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さ
き
ご
ろ

き

ま

り

そ
の

ね
に
ゆ
こ
う
〉
問
ね
て
来
る
ま
で
、
安
典
赤
は
在
先
の
践
例
の
只

と
お

や

か

ょ

っ

そ

一つ
だ
ん

依
り
に
行

っ
て
お
け
。
這
般
に
商
量
し
ま
し
た
」
と
上
奏
し
た
と

f
だ

を

匂

れ

り

こ

と

と

お

や

こ
ろ
、
聖
旨
を
牽

い
た
、

「
低

が
商
量
し
た
底
の
依
り
行
れ-っち

ょ
」
。
欽
此
。

亡
宋
の
交
曾
の
住

や
め罷

は
、

本
部

(刑
部
)
が
議
得
す
ら
く
、

す
で
に
禁
例
あ
り
、
今
に
遁
ぶ
こ
と
四
十
徐
年
な
る
に
、

尚
お
隠
臓
の
数
(
紗
数
の
こ
と
〉
あ
り
、
も
っ
て
聴
い
に
買
貰
し
、

み

だ

た
ず

品
開
線
し
て
好
を
矯
し
、
紗
法
を
壕
乱
す
。

そ
の
所
以
を
究
ぬ
る

に
、
蓋
し
所
在
の
官
司
が
、
奉
行
す
る
こ
と
至
ら
ず
、
拘
牧
闘
防

て
ぬ
か
り

す
る
に
失

あ
る
に
因
る
。
も
し
格
を
立
て
罪
を
定
め
て
禁
治
せ

ま
さ

ふ
つ
ご
う

ず
ん
ば
、
終
に
久
し
ゅ
う
し
て
未
使
な
る
恐
れ
あ
ら
ん
と
す
。
此

ゆ
え

の
以
に
参
詳
し
て
、
擬
す

ら
く
は
合
に
、
合
厩
に
遍
ね
く
下
れ

か

〈

も
ん
じ
よ

て
、
も
し
閥

・
曾
を
隠
磁
せ
る
家
あ
ら
ば
、
文
字
到
る
日
よ
り
、

江
の
り
い

五
十
日
を
限
り
て
、
官
に
赴
き
て
出
首
で
し
め
よ
。

焼
鼓
し
て

仰
る

か
く

な

の

ひ
と
び
と

罪
を
克
さ
ん
。
匿
し
て
首
ら
ざ
る
者
は
、
諸
人
の
陳
告
す
る
を
許

ea乙
ル
』

し
、
追
究
し
て
是
質
な
ら
ば
、
中
統
紗
二
十
定
(
錠
)
を
賞
し
、

あ
れ

は

犯
人
の
名
下
よ
り
徴
し
て
給
う
。
(
犯
人
は
)
伺
お
六
十
七
下
に
決

せ
よ
。
偶
紗
を
印
造
し
て
人
に
謹
賀
し
興
え
し
も
の
、
お
よ
び
様

場
・
*み

の
依
に
侵
造
し
て
輔
賀
せ
し
者
は
、
情
を
知
り
つ
つ
分
買
し
て
儒

お
き
て

て

・り

ブ
ロ
ー
カ
ー

紗
を
行
使
す
る
例
に
比
依
し
、
各
お
の
一
百
七
下
に
決
し
、
牙
人

ひ
き
つ

を
引
領
れ
し
も
の
は
、
八
十
七
下
に
決
す
。
印
造
の
情
由
(
う
え
の

利
を
貧
り
て
買
費
せ
し
者

お
き
て
ど
お

は、

量
り
て
七
十
七
下
に
決
す
。
偶
紗
を
印
造
せ
し
人
は
、
僚
依

か
し
乙

り
廃
断
す
。
雨
隣
の
知
り

つ
つ
首
ら
ざ
る
者
、
並
び
に
本
庭
の
官

『

U
-り

司
の
禁
治
厳
し
か
ら
ざ
ゐ
も
の
は
、
事
の
軽
重
を
験
ベ
て
、
断
罪

う
え

と

お

す
べ
き
が
相
雁
な
り
。
得
此
。
都
省
は
盗
し
て
請
う
、
上
の
依
り

(二

0
・
戸
部
、
紗
法
)

「情
」
は
街
字
で
あ
ろ
う
)
を
知
ら
ず、

施
行
せ
ん
こ
と
を
。

こ
の
文
書
は
、
一
耐
建
問
海
道
粛
政
陣
取
訪
司
の
ム
獄
事
で
あ
る
八
刺

・

狗
見
(
お
そ
ら
く
蒙
古
人
、
狗
見
は
「
犬
」
に
あ
た
る
蒙
古
語
を
評
し
た
も
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の
で
あ
ろ
う
)
・
王

・
李
ら
四
名
の
上
申
が
、
中
央
躍
で
慮
理
さ
れ
る

経
過
を
し
め
す
。
上
申
の
内
容
は
、

か
つ
て
赦
克
さ
れ
た
紙
幣
儒

造
の
前
科
者
が
、
南
宋
紙
幣
(
轡
紗
〉

の
退
臓
に
着
目
し
、

そ
れ
を

利
用
し
て
ふ
た
た
び
儒
造
を
開
始
し
た
、
そ
れ
ら
の
犯
罪
に
射
す
る

慮
罰
を
要
請
し
た
も
の
で
あ
る
。

」
の
余
事
ら
の
上
申
は
、
所
属
の
廉
訪
司
を
経
由
し
て
、
所
管
の

江
南
行
御
史
蜜
に
迭
付
さ
れ
、
行
憂
か
ら
中
央
の
御
史
翠

へ
、
御
史

蓋
か
ら
最
高
政
治
機
闘
で
あ
ろ
中
書
省
に
迭
達
さ
れ
る
。
そ
こ
で
中

書
省
は
こ
れ
を
刑
部
に
廻
迭
し
て
、
首
該
犯
罪
に
針
す
る
慮
罰
規
定



を
審
議
さ
せ
、
最
後
に
そ
の
答
申
を
う
け
た
中
書
省
が
新
ら
し
い
法

令
の
貧
施
を
公
布
す
る
わ
け
で
あ
る
。

元
典
章
の
文
書
は
周
知
の
よ
う
に
、
か
な
ら
ず
し
も
首
尾
を
全
う

し
て
書
か
れ
て
は
お
ら
ず
、
寅
は
、
そ
れ
が
さ
ら
に
手
績
の
理
解
を

困
難
に
さ
せ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
文
書
は
ほ
ぼ
完
全
な
形
に
ち
か

く
、
下
司
の
上
申
が
慮
理
さ
れ
る
過
程
を
わ
れ
わ
れ
に
明
確
に
し
め

し
て
く
れ
る
。
以
下
そ
の
過
程
を
各
段
階
に
つ
い
て
、
詳
し
く
分
析

す
る
。付

ま
ず
、
冒
頭
の
日
づ
け
は
最
終
文
書
|
|
中
書
省
文
書
ー
ー
を

授
受
し
た
日
づ
け
で
あ
り
、
以
下
に
羅
列
さ
れ
た
官
鹿
名
は
、
余
事

ら
の
上
申
書
の
経
由
を
逆
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

ω廉
訪
司
余
事
の
上
申
書
|
|
こ
れ
の
分
析
に
際
し
て
の
指
標

は
、
「
牒
請
:
:
:
」
と
「
准
此
」
で
あ
り
、
冒
頭
部
分
の
「
准
本
道

余
事
:
:
:
牒
呈
」
に
呼
膳
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
経
国
之
道
'
・
:

牒
請
備
申
江
南
諸
道
行
蓋
御
史
'
照
詳
施
行
」
が
上
申
の
部
分
で
あ

る
。
な
お
、
公
文
書
に
記
載
す
る
官
吏
の
名
は
、
姓
に
職
階
名
を
添

え
る
の
が
規
定
で
あ
る
。
こ
の
文
書
の
場
合
、

は
奉
訓
一穴

「奉
訓
」

夫
〈
従
五
品
)
、

「
承
務
」
は
承
務
郎
(
従
六
品
)
、

「
承
徳
」

は
承
徳
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郎
(
正
六
品
)
、

「
奉
議
」
は
奉
議
大
夫
(
正
五
品
〉
で
あ
る
。

同
廉
訪
司
の
上
申
書
|
|
余
事
の
上
申
を
う
け
た
廉
訪
司
は
、
そ

れ
を
江
南
行
基
へ
遺
る
。
そ
の
部
分
を
分
析
す
る
際
の
指
標
は
、

「
申
乞
照
詳
施
行
。
得
此
」
で
あ
り
、
官
頭
部
分
の
「
捷
一晒
建
闇
海

道
粛
政
廉
訪
司
申
」
に
呼
躍
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
如
准
所
言
:
・
施

行
」
の
部
分
が
、
余
事
の
上
申
に
闘
す
る
廉
訪
司
の
意
見
を
ま
じ
え

た
添
え
書
き
で
あ
り
、
文
書
自
瞳
は
む
ろ
ん
余
事
の
上
申
部
分
を
も

含
め
て
、
江
南
行
蓋
に
迭
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

帥
江
南
行
蓋
の
文
書
|
|
廉
訪
司
の
申
文
を
う
け
た
江
南
行
蔓

は
、
そ
れ
を
同
格
の
中
央
御
史
蓋
に
迭
る
。
そ
の
際
、
行
蓋
の
意
見

は
附
加
さ
れ
た
か
も
し
れ
ぬ
が
、
こ
の
文
書
で
は
簡
単
な
取
り
次
ぎ

-1ω-

の
語
が
添
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
文
書
の
分
析
に
際
し
て
の

「
洛
:
:
:
准
此
」
で
あ

っ
て
、
官
頭
部
分
の
「
准
江
南
行

蓋指
答・標
L V主

呼
躍
す
る

同
御
史
憂
の
呈
文
|
|
行
重
か
ら
迭
ら
れ
た
上
申
は
、

「
本
憂
具
呈
'
照
詳
施
行
」
と
い
う
簡
車
な
こ
と
ば
を
添
え
て
、
中

同
様
に

書
省
に
遺
達
さ
れ
る
。

た
だ
、
こ
こ
の
み
は
「
得
此
」
の
二
字
が
省

略
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど

「本
蓋
具
呈
」
と
あ
る
か
ら
分
析
を
誤
る

」
と
は
あ
る
ま
い
。

」
う
し
て
余
事
た
ち
の
上
申
は

絡
に
中
書
省
に
達
す
る
。
以
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下
、
そ
れ
に
劃
す
る
中
書
省
の
慮
理
段
階
に
入
る
。

付
「
批
奉
都
堂
鈎
旨
」
|
|
中
書
省
官
ら
は
問
題
の
慮
理
に
あ
た

り
、
ま
ず
宰
相
の
指
令
を
仰
ぐ
。
そ
れ
が
「
批
奉
都
堂
鈎
旨
」
で
あ

る
。
こ
の
手
績
き
が
具
陸
的
に
ど
う
す
る
こ
と
か
、

ま
た
そ
の
意
味

、.、‘
P
ム
-r
」

誌

や

み

、

・
刀
チ
J

b

L
刀
'bv

筆
者
に
も
な
お
確
か
な
把
握
が
で
き
て
い
な
い
。

『
吏
文
輯
質
』
に
「
上
司
が
下
司
の
呈
文
の
尾
に
公
事
を
批
寓
し
て

も
っ
て
遺
る
、
こ
れ
を
批
呈
と
い
う
一
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
上
申

書
に
「
批
寓
L

(
可
否
の
意
見
を
し
る
す
w

』
と
)

し
て
都
堂
の
指
令
を

仰
ぐ
こ
と
を
さ
す
の
だ
ろ
う
。

的
中
書
省
が
刑
部
に
照
擬
さ
せ
る
|
|
「
迭
刑
部
照
擬
連
呈
」
の

主
践
は
中
書
省
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
「
奉
此
」
の
語
に
よ
っ
て
も

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

い
ま
の
場
合
は
、
問
題
が
刑
法
慮
置
に
閲
す
る

た
め
刑
部
に
遺
っ
て
審
議
さ
せ
、
同
時
に
罪
吠
に
臆
じ
た
慮
罰
を
擬

定
さ
せ
る
が
、
問
題
の
性
質
に
よ
っ
て
は
他
の
六
部
が
随
時
え
ら
ば

れ
る
。
な
お
「
連
呈
L

と
は
、
呈
文
を
「
連
粘
」
(
つ
づ
り
あ
わ
せ
る
〉

し
て
提
出
す
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
一
句
は
、

擬
し
連
呈
せ
し
む
」
る
の
意
に
讃
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
刑
部
に
遺
っ
て
照

た
だ
し
、
多

く
の
場
合
は
「
迭
接
刑
部
呈
」

(
迭
っ
て
接
け
た
刑
部
の
呈
)

の
形
、
が

と
ら
れ
、
略
し
て
「
迭
刑
部
呈
」
と
も
い
う。

ま
た
、
こ
の
場
合
の
「
奉
此
」
は
、
下
旬
に
つ
ら
ね
て
讃
む
可
能

性
が
あ
る
。
こ
れ
に
類
す
る
二
字
は
、

つ
ね
に
文
書
の
末
尾
に
附
加

さ
れ
る
牢
ば
儀
鵡
化
し
た
術
語
と
の
み
解
す
る
必
要
も
な
か
ろ
う。

判
刑
部
の
呈
文
l
|中
書
省
の
要
請
に
も
と
づ
き
刑
部
は
問
題
を

審
議
検
討
し
、
そ
の
結
果
を
答
申
す
る
。
刑
部
の
呈
文
の
下
限
を
み

「
得
此
」
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

出
す
指
標
は
、

「照得・・・・・・相

雁
」
の
貼
線
個
庭
が
刑
部
の
審
議
部
分
と
決
定
さ
れ
る
。
な
お
、
多

「
得
此
」
の
う
え
に
「
具
呈
照
詳
」
の
四
字
を
用
し
る

く
の
場
合
、

か
ら
、
こ
の
部
分
の
分
析
は
い
っ
そ
う
容
易
に
な
ろ
う
。

A
U
 

帥
刑
部
の
照
擬
ー
ー
す
で
に
「
照
擬
」
と
い
う
よ
う
に
、
刑
部
の

「
照
験
」
と
「
議
擬
」

審
議
手
績
は

に
分
か
れ
、

後
者
は
さ
ら
に

「
議
罪
」
と
「
擬
罪
」
に
分
か
れ
る
。
し
古
品

」
れ
を
三
段
階
に
わ

か
つ
て
考
察
し
て
お
こ
う
。

第
一
の
「
照
験
」
と
は
、
嘗
該
問
題
乃
至
事
件
に
関
聯
す
る
法
令

や
判
決
例
を
検
討
す
る
段
階
を
い
い
、
つ
ね
に
「
照
得
」
の
語
で
は

『レ

り
べ

じ
ま
る
。
本
来
は
「
以
下
の
こ
と
を
照
得
た
」
と
い
う
用
法
で
あ
る

'ν

・り

「
照
得
ベ
た
る
は
」
と
調
む

が
、
典
章
で
は
す
で
に
術
語
化
し
て
、

の
が
安
首
で
あ
る
。

こ
こ
で

「
照
得
」

の
内
容
は
、

至
元
十
五
年

(
と
い
え
ば
こ
の
時
か
ら
四
十
一
年
ま
え
に
あ
た
る
〉
の
聖
旨
だ
け
で
あ
る



が
、
も
し
い
く
つ
か
に
わ
た
る
な
ら
、
そ
の
つ
ど
「
又
照
得
」
の
語

を
用
い
る
。

第
二
の
「
議
罪
」
と
は
、
問
題
乃
至
事
件
の
性
質
を
検
討
す
る
段

つ
ね
に
「
(
本
部
)
議
得
」
の
表
現
が
用
レ
ら
れ
る
。
典

階
を
い
い

章
中
の
「
本
」
は
「
該

・
そ
の
」
を
意
味
し
、
こ
こ
で
は
む
ろ
ん
刑

部
を
さ
す
。
「
議
得
」
の
内
容
部
分
を
分
析
す
る
指
標
は
、
下
文
に

大
抵
「
以
此
参
詳
」
の
旬
、
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
上
ま
で

と
考
え
れ
ば
よ
い
。

第
三
の
「
擬
罪
」
と
は
、
犯
罪
に
劃
す
る
慮
置
で
あ
り
、

〆
鴨-、‘、-

I
L
+
h
A
μ
 

っ
て
具
健
的
な
鹿
罰
を
擬
定
す
る
段
階
を
い
う
。

「
擬
合
・
・
・
・
・
・
相
臆
」

上
記
の
ご
と
く

「
以
此
看
詳
L

で
は
じ
ま
り
、

ハ
:
:
:
に
す
る

の
が
安
嘗
と
擬
定
す
る
〉
の
表
現
を
用
い
る
。

し
た
が

っ
て
、

黙
線
部

分
が
具
韓
的
内
容
に
あ
た
る
。
「
擬
合
」
は
時
と
し
て
「
擬
」
「
合
」

「
合
令
」
で
代
用
さ
れ
る
。
な
お
、
「
擬
合
」
と
「
相
膝
」
の
聞
に

は
、
し
ば
し
ば
長
文
が
お
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
解
讃
す
る
も
の

は
と
も
す
る
と
「
擬
合
」
を
す
ぐ
下
に
績
く
短
い
部
分
だ
け
に
か
け

る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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同
中
書
省
の
盗
文
ー
ー
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
文
書
の
全
躍
が
そ
う
で

あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
下
限
を
し
め
す
「
都
省
洛
請
依
上
施
行
」
に

よ
っ
て
わ
か
る
。
時
に
は
「
洛
請
」
の
う
え
に

「
准
擬
」

や
「
准
呈
」

の
二
字
を
加
え
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
部
の
照
擬
結
果
を
報
ず
る
呈
文

を
う
け
る
意
で
あ
る
。

『
通
制
篠
格
』
な
ど
の
簡
略
化
さ
れ
た
文
書

な
ど
で
は
、

「
都
省
准
擬
」

「
都
省
准
呈
」
で
終
る
こ
と
が
多
い
。

文
書
構
成
の
分
析

y 
ζ 

の

〔
蹴
築
不
丁
父
憂
〕
延
一腕
元
年
十
一
月
日
'
承
奉
江
南
行
蓋
割
付
:

近
接
江
西
遁
廉
訪
司
申
:
劉
浩
然
扶
告
;
蹴
策
不
依
父
姓
，
改
作
荘

策
。伊
父
荘
畳
頼
、
母
陳
氏
病
故
，
後
受
土
口
州
路
知
事
，
不
候
服
関
，

匿
喪
之
任
，
於
例
有
達
。
取
詑
荘
祭
招
伏
，
申
乞
照
詳
。得
此
。移
准

御
史
蓋
務

:
呈
奉
中
書
省
割
付
:
迭
接
刑
部
呈
:
照
得

;
元
貞
二
年

唱

A

七
月
初
四
日
'
承
奉
中
書
省
割
付
:
御
史
蓋
呈
:
准
准
西
江
北
道
廉

訪
司
申
:
責
州
路
録
事
司
判
官
斬
克
忠
'
聞
知
父
亡
'
不
即
奔
許
，

又
行
飾
詞
'
不
肯
離
職
。
詳
其
所
周
'
必
合
懲
戒
。
得
此
。迭
本
部
議

得
;
職
官
奔
喪
'
己
有
定
例
。
其
黄
州
路
録
判
斬
克
忠

'
聞
知
父

亡
，
申
准
本
管
官
司
明
降

'
推
故
一
不
行
奔
喪
，
量
一
決
四
十
七
下
，

解
見
任
，
期
年
迄
後
'
降
一
等
標
附
'
相
躍
。
得
此
。都
省
准
擬
，
除

外
'
合
下
仰
照
験
'
依
例
施
行
。
今
承
見
奉
'
議
得
;
荘
策
趨
値
父

母
重
喪
'
服
制
未
絶
'
忘
哀
之
任
，
比
例
決
四
十
七
下
，
解
見
任
，
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期
年
之
後

'
降
一

等
叙
用
，
罪
過
原
克
，
依
例
標
附

'
相
態
。

目六
呈

照
詳
。
得
此
。
都
省
除
外

'
合
下
仰
照
験
施
行
。

も

ふ

く

〔減
策
が
父
の
憂
に
丁
せ
ざ
る
こ
と
〕
延
祐
元
年
十
一
月
日
、

承
奉
せ
る
江
南
行
蓋
の
割
付
。

近
ご
ろ
接
け
た
る
江
西
道
殿
訪

し
た
が

司
の
申
。
劉
浩
然
の
吠
告
に
、

「
減
条
は
父
の
姓
に
依
わ
す
、
改

か
れ

め
て
荘
築
と
作
う
。
伊
の
父
荘
党
顕
な
ら
び
に
母
陳
氏
が
病
い
に

み
ま
か

も

お

わ

ま

も

て
故
り
し
後
、
士
口
州
路
知
事
を
受
け
、
服
の
関
る
を
候
た
ず
、
喪

か

く

ゆ

お

き

て

た
が

を
医
し
て
任
に
之
く
、

例
に
於
い

て
遭
う
あ
り
」

と
あ
り。

荘
策

お
わ

の
招
伏
を
取
り
詑
り
、
申
し
て
照
詳
を
乞
う
。
得
此。

移
り
て
准
け
た
る
御
史
蓋
の
洛
。

(
行
蚤
が
〉

中
書
省
の
割
付
。

〈
御
史
翠
が
〉
呈
し
て
奉
ぜ
し

(
中
室
田
省
が
)
遺
り
て
操
け
し
刑
部
の
呈
。

部
が
)
照
得
す
ら
く
、

元
貞
二
年
七
月
初
四
日
に
承
奉
せ
し
中
書一
省
割
付
。
御
史
聖

の
呈
。
准
(
援
の
課
り
〉
け
た
る
准
西
江
北
道
廉
訪
司
の
申
に

し

い
う
、
黄
州
路
録
事
司
判
官
な
る
斬
克
忠
は
、
父
の
亡
を
聞
知

た

だ

ふ

お

も

む

ま

乙

と

ば

い

つ

わ

し
な
が
ら
、
即
ち
に
計
に
奔
く
を
せ
ず
、
又
行
た
調
を
飾
り

さ

き

お

乙

は

い

し

ら

て
、
職
を
離
る
を
肯
か
ず
、
そ
の
所
矯
を
詳
ぶ
る
に
、
必
ら
ず

懲
戒
す
ベ
し
。
得
此
。
本
部
(
刑
部
〉
に
迭
り
て
議
得
せ
し
む
ら

泌
さ
て

く
、
職
官
の
喪
に
奔
く
こ
と
、
す
で
に
定
例
あ
り
。
そ
の
黄
州

ーレ

路
の
録
判
な
る
斬
克
忠
が
父
の
亡
を
聞
知
し
、
申
し

て
本
管

、

つ

乙

と

か

ζ

つ

お

も

む

の
官
司
ぬ
明
降
を
准
け
、
故
に
推
け
て
喪
に
奔
か
ざ
る
は
、
量

り
て
四
十
七
下
に
決
し
、
見
任
を
解
き
、
期
年
の
後
、

一
等
を

降
し
て
標
附
す
る
が
相
障
な
り
。
得
此
。
都
省
、
擬
を
准
け
、

お
き
て
と
お

除
外
、
合
下
に
仰
せ
て
照
験
せ
し
め
、
例
依
り
施
行
せ
し
む
。

(
刑
部
が
〉
今
、

見
奉
を
承
け
て
議
得
す
ら
く
、
荘
栄
が
父
母
の

あ

い

ゆ

重
喪
に
遭
値
て
、
服
制
い
ま
だ
終
ら
ず
、
哀
を
忘
れ
て
任
に
之
く

お
き
て

て

げ
ん

は
、
例
に
比
ら
し
て
四
十
七
下
に
決
し
、
見
任
を
解
き
、
期
年
の

お
き
て
と
お

後
、

一
等
を
降
し
て
叙
用
し
、
罪
は
原
克
に
遇
え
ば
、
例
依
り
標

附
す
る
が
相
臨
な
り
。
具
呈
し
た
れ
ば
照
詳
せ
よ
。

得
此
。
都
省

。L
唱
E
A
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除
外
、
合
下
に
仰
せ
て
照
験
施
行
せ
し
む
。
(四

一・

刑
部
、
不
孝
)

」
の
文
書
が
や
や
複
雑
に
み
え
る
の
は
、
戚
築
の
行
震
に
封
す
る

慮
置
を
要
請
し
た
江
西
道
廉
訪
司
の
上
申
書
が
、
江
南
行
蓋
よ
り
御

史
蓋
を
経
て
中
書
省
に
達
し
、
中
書
省
が
例
に
よ

っ
て
刑
部
に
照
擬

さ
せ
た
と
き
、
刑
部
が
照
験
し
た
内
容
(
前
例
を
し
ら
べ
る
)
が
、
ま

た
一
つ
の
完
全
な
文
書
を
形
成
す
る
貼
に
あ
る
。
行
を
あ
ら
た
め
一

格
さ
げ
て
示
し
た
部
分
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
そ
こ
で
は
、
戚
祭
の
行

震
と
類
似
す
る
斬
克
忠
の
行
掃
が
、
准
西
江
北
道
廉
訪
司
↓
御
史
蓋



↓
中
書
省
↓
刑
部
↓
中
書
省
と
い
う
よ
う
に
、
経
過
し
た
手
績
き
の

全
部
が
明
確
に
提
供
さ
れ
、
こ
の
文
書
全
韓
の
構
成
と
ほ
ぼ
相
似
を

こ
れ
は
二
重
構
造
の
複
雑
き
で
あ
る
に
す

し
め
す
。

す
な
わ
ち
、

ぎ
な
い
。
そ
れ
に
、

「
得
此
」
な
ど
の
常
套
語
も
省
略
さ
れ
て
い
な

い
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
の
分
析
も
き
わ
め
て
容
易
で
あ
る
。

し
か
し
、

元
典
章
中
に
は
さ
ら
に
長
文
の
内
容
を
も
ち
、

か
つ
経
由
官
醸
の
添

え
こ
と
ば
も
省
略
さ
れ
た
例
が
少
な
く
な
い
。

な
お
、
こ
の
文
書
に
つ
い
て
若
干
附
加
し
て
お
き
た
い
こ
と
を
つ

ぎ
に
列
記
す
る
。

て
官
頭
の
延
一
茄
元
年
十
一
月
某
日
づ
け
で
江
南
行
蓋
の
割
付
を

承
奉
し
た
官
聴
は
、

お
そ
ら
く
江
西
遁
廉
訪
司
以
外
の
東
訪
司

で
あ
ろ
う。

も
し
も
江
西
遁
廉
訪
司
で
あ
れ
ば
、
下
文
は
「
近

接
来
申
」
と
な
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。

二
、
後
牢
三
分
の
二
の
文
書
の
主
瞳
は
御
史
蓋
の
啓
文
で
あ
る

が
、
末
尾
の
形
式
か
ら
み
れ
ば
、
御
史
塞
が
奉
じ
た
中
書
省
の

劉
付
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
御
史
蓋
の
洛
文
と
中
書
省
の
割
付

は
下
限
を
同
じ
く
し
て
い
る
。

、
こ
の
文
書
で
は
、
刑
部
の
照
験
が
お
わ
っ
て
、
議
擬
に
移
る
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と
き
、

「
今
承
見
奉
」
の
語
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
も
慣
用
の

表
現
で
あ
る
。
「
見
奉
」
と
は
「
現
在
奉
受
L
た
中
書
省
の
指

令
」
の
意
で
あ
ろ
う
。

文
書
構
成
の
分
析

そ
の

〔
軍
官
代
替
軍
人
〕
延
祐
二
年
五
月
'
行
蓋
割
付
:
准
御
史
蓋
盗

:
奉
中
書
省
割
付
:
来
呈
:
江
南
行
蓋
盗
:
照
得
;
至
大
二
年
十
一

月
二
十
四
日
'
接
湖
北
康
訪
司
申
:
軍
官
人
等
違
例
，
園
田
名
代
替
軍

人
'
及
令
子
姪
、
躯
丁
代
名
鹿
役
，
弁
有
私
役
軍
人
，
情
犯
不
一
，

約
量
代
替
軍
人
多
寡
'
定
擬
制
降
罪
名
。
縁
係
矯
例
事
理
，
具
呈
照

詳
。
得
此
。
迭
刑
部
呈
:
行
操
植
密
院
都
事
行
呈
奉
植
密
院
割
付
:

検
曾
得
;
至
元
二
十
八
年
例
'
奏
奉
聖
旨
:
軍
官
毎
'
交
使
軍
者
'

説
的
上
頭
，
俺
商
量
来
;
在
先
'
不
曾
説
的
上
頭
，
軍
官
毎
'
多
占

使
軍
有
来
。
如
今
'
浸
出
征
的
其
間
'
多
不
交
使
，
高
戸
根
底
入
個

-113-

，
千
戸
鎮
撫
四
個
'
百
戸
薄
墨
毎
雨
個
'
交
使
者
。
今
己
後
'
多
使

軍
人
珂
，
軍
官
毎
根
底
'
要
罪
過
。商
量
来
。陵
道
'
奏
阿
，
不
索
尋

思
。
那
般
者
。陵
遁
'
聖
旨
了
也
。欽
此
。
除
欽
遜
外
，
今
准
前
因
'

照
得
;
累
有
欽
奉
聖
旨
'
禁
治
軍
官
'
不
得
代
替
軍
役
。
雌
有
軍
官

違
例
'
令
子
姪
、
弟
男
、
躯
丁
'
冒
名
代
軍
'
及
私
役
軍
人
，
所
犯

不
一
，
臨
時
量
事
軽
重
議
罪
'
絶
無
所
守
通
例
。
橿
府
仰
就
呈
合
干
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部
分
'
定
擬
施
行
。
奉
此
。
呈
乞
照
詳
。
得
此
。
本
部
議
得
;
管
軍

官
吏
人
等
'
受
銭
代
替
本
管
軍
人
空
名
者
'
合
験
入
己
鐘
数
'
以
在

法
科
罪
，
除
名
不
抜
。
若
令
兄
弟
、
子
姪
、
躯
丁
代
替
者
'
既
是
不

骨
敵
役
，
難
議
計
臓
。
量
擬
一
名
二
十
七
，
依
奮
勾
嘗
，
二
名
三
名

三
十
七
'
削
降
散
官
一
指
一
了
換
授
，
四
名
玉
名
四
十
七
'
解
見
任
，

降
散
官
一
位
一
了
別
行
求
仕
，
六
名
七
名
五
十
七
，
降
職
事

一
等
，
八

名
九
名
六
十
七

'
降

一
等
。
毎
二
名
加
一
位
一
了
依
例
降
叙
。
罪
止
一

百
七
'
除
名
不
銭
。鐘
並
迫
浪
。所
嬢
占
使
私
役
軍
人
，
所
犯
不
一
，

擬
合
臨
事
詳
酌
軽
重
'
論
罪
相
臨
。
具
呈
照
詳
。
得
此
。
於
延
一
筋
二
年

正
月
二
十
九
日
奏
過
事
内
一
件
:
軍
官
毎
違
例
'
交
子
姪
、
弟
男
、

躯
丁
代
軍
'
弁
私
役
軍
人
町
，
無
科
断
的
定
例
有
。
腹
遁
'
御
史
霊

官
人
毎
輿
了
文
書
有
。
俺
数
刑
部
定
擬
了
断
決
期
降
等
事
的
等
第
。也

依
着
刑
部
定
擬
来
的
，
交
行
珂

'
窓
生
?
奏
阿

'
那
般
者
。
師
以
遁

'

聖
旨
了
也
。
欽
此
。
都
省
仰
欽
依
施
行
。

〔
軍
官
が
軍
人
を
代
替
せ
し
む
る
こ
と
〕
延
祐
二
年
五
月
行
蓋

の
割
付
。
(
行
蓋
が
〉
准
け
た
る
御
史
藍
の
答
。
(
御
史
塞
が
)
奉

(
御
史
蜜
の
)
来
呈
。
江
南
行
墓
の
谷
に
い

う
、
照
得
す
ら
く
、
至
大
二
年
十
一
月
二
十
四
日
に
接
け
た
る
湖

事

会

て

そ

一

む

か

た

北
廉
訪
司
の
申
に
い
う
、
寧
官
人
等
、
が
例
に
連
き
、
名
を
冒
り
て

ぜ
し
中
書
省
の
割
付
。

寧
人
を
代
替
せ
し
む
る
こ
と
、
及
び
子
姪

・
躯
丁
を
し
て
代
名
膳

役
せ
し
む
る
こ
と
、
並
び
に
軍
人
を
私
役
す
る
こ
と
あ
り
。
情
犯

は
一
な
ら
ざ
れ
ば
、代
替
せ
る
軍
人
の
多
寡
を
約
量
し
て
、
期
降
の

よ

罪
名
を
定
擬
す
。
例
た
る
事
理
な
る
に
繰
り
、
具
呈
し
た
れ
ば
照

詳
せ
ら
れ
よ
。
得
此
。
(
中
書
省
が
)
遺
っ
て
(
接
け
た
る
)
刑
部
の

呈
。
(
刑
部
が
〉
行
り
て
竣
け
た
る
植
密
院
都
事
行
(
街
字
か
?
〉
の

呈
。
(
都
事
が
〉
奉
ぜ
し
植
密
院
の
劉
付
に
い
う
、
検
曾
し
得
た
る

至
元
二
十
八
年
の
例
に
あ
る
、
奏
し
て
奉
ぜ
し
聖
旨
||
『
軍
官

わ
れ
ら

ら
に
軍
を
使
わ
せ
よ
と
説
う
の
で
、
俺
(
植
密
院
官
)
が
商
量
し

さ

さ

ど

る

す

ζ

た
。
在
先
は
曾
し
も
説
わ
れ
て
な
い
の
で
、
軍
官
ら
は
多
く
軍
を

占
使
し
て
い
た
。
如
今
、
出
征
の
温
い
其
聞
に
は
、
多
く
は
使
わ

auτ 
噌

i

せ
ず
、
高
戸
に
は
八
人
、
千
戸
・
鎮
撫
に
は
四
人
、
百
戸
・
弾
塵

ら
に
は
二
人
を
使
わ
せ
よ
。
今
よ
り
己
後
、

つ

み

と

ば
、
軍
官
ら
を
罪
過
に
要
え
よ
、
と
商
量
し
た
』
と
奏
し
た
ら
、

か

ん

が

お

よ

そ

の

よ

う

『
尋
思
え
る
に
索
ば
ず
、
那
般
に
せ
よ
』
と
聖
旨
が
で
た
。
欽

此
。
欽
遵
す
る
を
除
く
の
外
、
今
、
前
因
を
准
け
て
照
得
す
ら

か
さ

く
、
累
ね
て
欽
奉
せ
る
聖
旨
あ
り
て
、
軍
官
に
禁
治
し
、
軍
役
を

は

か

お

金

て

そ

む

代
替
す
る
不
得
ら
し
め
し
に
、
軍
官
が
例
に
違
き
て
、
子
姪
・
弟

男
・
躯
丁
を
し
・て、

名
を
官
り
て
寧
に
代
ら
し
め
、
及
び
軍
人
を

多
く
軍
人
を
使
え



私
役
す
る
こ
と
あ
り
と
難
も
、
犯
す
所
は
一
な
ら
ず
、
時
に
臨
み

絡
に
守
る
所
の
通
例
な
し
。

事
の
軽
重
を
量
り
て
罪
を
議
し
、

植
府
、
仰
せ
て
就
ち
に
合
子
部
分
に
呈
し
て
、
定
擬
施
行
せ
し
め

よ
。
奉
此
。
(
梅
密
院
都
事
が
〉
呈
し
て
照
詳
を
乞
う
。
得
此
。
本
部

(
刑
部
)
議
得
す
ら
く
、
管
箪
官
吏
人
等
が
鏡
を
受
け
て
本
の
管
の

ま

き

お

の

れ

軍
人
の
空
名
に
代
替
せ
し
む
る
者
は
、
合
に
己
に
入
れ
し
銭
数
を

験
ベ
、
柾
法
を
も
っ
て
科
罪
し
、
除
名
し
て
絞
せ
ざ
る
べ
し
。
も

す
ζ

し

し
兄
弟
・
子
姪
・
躯
丁
を
し
て
代
替
せ
し
む
る
者
は
、
既
に
曾
も

や
す

役
を
駄
ま
ざ
れ
ば
、
計
臓
を
議
し
難
し
。
量
り
て
擬
す
ら
く
は
、

も
と
ど
お

一
名
な
れ
ば
二
十
七
(
杖
罪
の
数
〉
、
奮
依
り
勾
嘗
せ
し
め
、
二

名
・
三
名
な
れ
ば
三
十
七
、
散
官
一
等
を
削
り
降
し
て
換
授
せ
し

め
、
四
名
・
玉
名
な
れ
ば
、
四
十
七
、
見
任
を
解
き
て
散
官
一
等

を
降
し
、
別
行
に
求
仕
せ
し
め
、
六
名
・
七
名
な
れ
ば
五
十
七
、
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八
名
・
九
名
な
れ
ば
六
十
七
、
一
等
を
降

お

き

て

ど

お

い

た

し
、
二
名
ご
と
に
一
等
を
加
え
て
例
依
り
降
絞
せ
よ
。
罪
の
止
りす

べ

〈
上
限
、
最
高
刑
を
い
う
)
は
一
百
七
、
除
名
し
て
絞
せ
ず
。
銭
は
並

も
ん
だ
い

て
迫
視
す

P

所
接
の
軍
人
を
占
使
私
役
す
る
こ
と
は
、
犯
す
所
一

な
ら
ざ
れ
ば
、
擬
す
ら
く
は
合
に
事
に
臨
み
て
軽
重
を
詳
酌
し
て

論
罪
す
べ
き
が
相
鹿
な
り
。

職
事
一
等
を
降
し
、

具
呈
し
た
れ
ば
照
詳
せ
ら
れ
よ
。

得
此
。
延
一
茄
二
年
正
月
二
十
九
日
に
於
い
て
奏
し
過
る
事
内
の
一

お
き
て
そ
む

件
。
「
『
軍
官
ら
例
に
違
き
子
姪
・
弟
男
・
躯
丁
を
軍
に
代
ら
せ
た

り
、
ま
た
軍
人
を
私
役
し
た
り
す
る
こ
と
に
は
、
科
断
の
定
例
が
な

よ
ζ

わ
れ
ら

い
』
と
、
御
史
蓋
官
人
ら
が
文
書
を
興
し
て
い
る
。
俺
(
中
書
省
官
)

乙
と
ど
も

は
刑
部
に
断
決
期
降
の
等
事
の
等
第
を
定
擬
さ
せ
た
。
や
は
り

と

お

ゃ

い

か

が

刑
部
が
定
擬
し
た
も
の
の
依
り
行
ら
せ
て
は
窓
生
」
と
奏
し
た
と

そ
の
よ
う

こ
ろ
、
「
那
般
に
せ
よ
」
と
聖
旨
が
で
た
。
欽
此
。
都
省
、
仰
せ

て
欽
依
施
行
せ
し
む
。
〈
三
四
・
兵
部
、
軍
役
〉

こ
の
文
書
の
主
要
部
分
は
、
中
書
省
の
割
付
で
あ
る
。
官
頭
の
延

-115-

一
服
二
年
五
月
は
、
そ
れ
が
御
史
壷
を
経
由
し
て
行
蓋
に
下
さ
れ
、
行

重
か
ら
公
布
施
行
さ
れ
る
日
づ
け
で
あ
っ
て
、

下
の
部
分
よ
り
末
尾
ま
で
が
そ
の
全
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
中
書
省
割
付
」
の

こ
こ
に
中
書
省
が
慮
理
し
た
問
題
は
、
湖
北
擦
訪
司
の
上
申
書
に

み
え
る
軍
官
の
不
正
行
矯

l
|他
人
名
儀
で
軍
人
を
交
替
さ
せ
た

り
、
家
族
の
子
弟
や
奴
隷
を
代
理
に
軍
役
に
つ
か
せ
た
り
、
軍
人
を

私
役
に
用
い
た
り
す
る
ー
ー
に
劃
す
る
庭
罰
規
定
の
要
請
で
あ
る
。

こ
の
要
請
は
江
南
行
蓋
・
御
史
蓋
を
経
由
し
て
中
書
省
に
達
し
、
中

書
省
は
例
の
と
お
り
刑
部
に
照
擬
さ
せ
る
。
こ
の
場
合
、
刑
部
は
照
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擬
に
先
だ
ち
、
極
密
院
都
事
を
経
由
し
て
植
密
院
の
意
向
を
徴
し
、

そ
の
指
令
を
え
た
う
え
で
不
正
に
劃
す
る
細
則
を
擬
定
し
、
中
書
省

に
答
申
す
る
。

刑
部
の
擬
定
答
申
を
え
た
中
書
省
は
、
皇
帝
に
上
奏

し
て
裁
可
を
え
、

は
じ
め
て
公
布
す
る
の
で
あ
る
。

」
の
文
書
が
一
般
と
や
や
遭
っ
て
ま
た
複
雑
な
感
じ
を
あ
た
え
る

の
は
、

つ
ぎ
の
二
つ
の
手
績
が
加
わ
っ
て
い
る
黙
で
あ
ろ
う
。

て

刑
部
が
照
擬
に
先
だ
っ
て
植
密
院
に
意
向
を
う
が
か
う
手
績

(刑
部
↓
樋
密
院
都
事
↓
極
密
院
↓
刑
部
)
。

二
、
中
書
省
が
刑
部
の
擬
定
を
え
て
、
た
だ
ち
に
施
行
せ
ず
、
白
玉

帝
の
意
向
を
う
か
が
う
手
績
。

」の

二
つ
の
手
績
は
、

い
ず
れ
の
問
題
に
つ
い
て
も
質
際
に
と
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
特
定
の
問
題
の
み
に
つ
い
て
と

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
筆
者
に
は
い
ま
そ
れ
を
調
査
す
る
い
と

ま
が
な
い
。

為、

わ

り

tこ

さ
て
、
こ
こ
に
は
わ
ず
か
三
通
の
典
章
文
書
を
と
り
あ
げ
た
だ
け

だ
が
、
文
書
構
成
の
分
析
に
お
け
る
基
本
的
操
作
は
十
分
に
了
解
し

ま
ず
嘗
該
文
書
に
と
り
あ
げ

て
も
ら
え
た
と
お
も
う
。
要
す
る
に
、

る
事
件
や
問
題
の
童
生
官
躍
を
確
認
し
、
そ
こ
の
公
文
が
ど
の
部
分

で
あ
る
か
を
見
い
だ
す
。

つ
い
で
、
そ
の
公
文
が
中
央
臨
に
迭
ら
れ

る
経
由
官
聴
の
公
文
が
ど
の
部
分
で
あ
る
か
、
そ
し
て
最
後
に
、
中

央
で
庭
理
さ
れ
る
際
の
、
関
係
官
醸
の
公
文
が
ど
の
部
分
で
あ
る
か

を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
す
べ
て
は
下
限
を
護
見
す
る
操
作
に
つ
き

る
が
、
そ
の
過
程
で
は
、
た
び
た
び
ふ
れ
た
文
書
授
受
に
お
け
る
特

殊
用
語
が
重
要
な
指
標
に
な
る
。

し
か
し

一
般
の
元
典
章
文
書
に

あ
っ
て
は
、

わ
れ
わ
れ
の
注
文
ど
お
り
に
、
そ
れ
ら
の
用
語
が
巌
密

に
保
存
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
省
略
さ
れ
た
ヶ

l
ス

-116-

の
ほ
う
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
た
が

っ
て、

い
く
つ
か
の
文
書

の
下
限
は
、

し
ば
し
ば
相
重
複
す
る
。
そ
の
結
は
特
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
文
書
の
ヴ
ァ
リ

エ
l
シ
司
ン
も
ま
っ
た
く
複
雑
多
岐
に

わ
た
り
、
こ
こ
で
扱
っ
た
三
通
は
む
し
ろ
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
改
稿
の
お
り
に
、
な
お
数
通
を
補
う
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
を

附
記
し
て
お
く
。

(2) (1)注

新
築
兵
部
「
軍
中
不
便
事
件
」

三
六

・
兵
部

「
使
臣
不
得
騎
馬
入
酒
同
時
」
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帥 (19) (18) (1司(16)(Hi) 帥 (13)(12) (11) (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) 

三
六
・
兵
部
「
罰
陣
人
員
休
奥
縞
馬
L

H
H

グ
「
起
馬
置
暦
挨
次
」

h

H

H

H

「
不
許
濫
差
鋪
馬
」

グ

グ

「

印

信

文

字

乗

騨

鋪

馬

」

新
築
兵
部
「
路
淫
魯
花
赤
総
管
提
調
結
赤
」

三
六
・
兵
部
「
走
死
鋪
馬
交
陪
」

新
築
兵
部
「
鋪
馬
不
載
死
人
」

四
九
・
刑
部
「
父
首
子
篤
盗
菟
罪
」

三
ニ
・
組
部
「
試
験
瞥
人
」

六
・
蓬
綱
「
寺
家
災
傷
鰻
覆
」

新
築
兵
部
「
逓
鋪
接
界
相
撹
挨
問
」

二
二
・
一
戸
部
「
堕
法
依
大
徳
四
年
立
法
恢
癖
」

五
一
・
刑
部
「
捕
規
基
比
張
絡
盗
責
罰
」

四
八
-
u
w

「
取
受
出
首
鰻
例
」

二
二
・

一戸
部
「
巡
茶
及
茶
商
不
便
」

四
九
・
刑
部
「
剣
割
土
居
人
物
依
常
盗
論
」

四
六
・

ρ

「
犯
賊
官
吏
在
逃
不
叙
」

四一ニ
-

M

H

「
被
盗
殺
死
菟
検
」

三
四
・
兵
部
「
査
照
軍
籍
笛
役
」

五
七
・
刑
部
「
禁
治
粧
粉
四
天
王
等
」

一
六
・
戸
部
「
熔
副
豹
子
分
例
」

五
七
・
刑
部
「
住
簡
集
場
環
衆
等
事
」

五
八
・
工
部
「
類
吐
総
領
L

五
九
-
u
H

「
禁
停
檎
取
渡
銭
」

(26) C幼(24)邸)働側

糊 (ω 抑制 ω例制倒帥帥 (39) (i招o(3司(お)闘(狙)邸)倒。1) (:幼倒 ωω

五
九
・
工
部
「
海
船
阻
畷
官
船
」

六
0
・
uw

「
禁
約
濫
設
紙
候
」

五
九
-
u
w

「
禁
治
占
住
民
居
」

六
0
・
グ
「
輪
換
公
使
人
」

二
三
・
戸
部
「
道
路
栽
植
檎
柳
椀
樹
」

四
一
・
刑
部
「
脇
死
堂
姪
」

二
九
・
離
部
「
軍
官
解
典
牌
商
」

新
築
刑
部
「
富
強
残
害
良
善
」

四
五
・
刑
部
「
虚
指
丈
人
好
女
」

新
集
朝
綱
「
行
宣
政
院
行
移
」

五
七
・
刑
部
「
典
妻
官
矯
枚
胸
」

五
三
-
u
H

「
年
例
停
務
月
日
」

四
六
-
h
w

「
減
徴
事
故
起
褒
盤
纏
」

新
集
戸
部
「
煉
銀
戸
計
差
役
」

二
一
・
戸
部

「
各
路
週
歳
紙
札
」

四
0
・
刑
部
「
罪
囚
息
病
分
数
」

四
九
・
刑
部
「
賊
人
出
軍
菟
刺
」

H

H

-

M

「
像
猪
依
例
遁
賠
」

五
六
・

H

「
拘
枚
李
蘭
笑
人
口
」

二
三
・
戸
部
「
曲家
古
軍
人
立
枇
」

五
七
・
刑
部
「
遺
火
決
断
通
例
」

五
六
・
グ
「
移
易
隠
占
字
問
実
人
口
等
事
」

四
二
-
u
H

「
驚
死
年
幼
」
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